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    午前10時00分   開議   

○議長（宮澤憲司君）  ただいまから本日の会議を開

きます。直ちに本日の議事日程に入ります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第１ 一般質問   

○議長（宮澤憲司君）  日程第１、一般質問を行いま

す。 

 順次質問を許します。清風会代表、畑中勇吉君。 

    〔清風会代表畑中勇吉君登壇〕 

○８番（畑中勇吉君）  会派を代表して、３月11日に

発生した東日本大震災でお亡くなりになった方々のご

冥福をお祈り申し上げますとともに、ご遺族に対し謹

んでお悔やみを申し上げます。被災者の皆様にもお見

舞いを申し上げます。また、復旧・復興に向けて当市

に対し全国から多大なるご支援をいただきましたこと

に心から御礼を申し上げます。 

 それでは、第28回久慈市議会定例会に当たり、清風

会を代表して市政を取り巻く諸課題について、市長並

びに教育長に一般質問を行います。前登壇者と重複す

る質問がありますけれども、割愛をすることなく、通

告に従い質問に入ります。 

 第１の質問は、予算の見直しについてであります。

平成23年度予算は、厳しい財政環境のもとで、市債発

行を極力抑制しつつ、子育て支援や緊急雇用対策など、

抱える重要課題に応える予算編成を心がけたとされま

すが、東日本大震災により取り巻く情勢は一変いたし

ました。１点お尋ね致します。平成23年度当初予算の

見直しの状況と内容をお示しください。 

 第２の質問は、被災地域のアンケート結果について

であります。国土交通省は、津波の及ばない高台平地
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確保が急務との判断から、土砂災害事業を弾力的に運

用し、平地造成補助を行う方針決定いたしました。被

災者の宅地確保などについて３点お尋ねいたします。 

 １点目は、被災地域で行った居住意向調査の結果及

び被災地の主な意向についてお示しください。２点目

は、久喜・玉の脇・久慈湊地区など復興まちづくりに

あたって、県で示した建築制限区域を条例化する考え

はあるか。お伺い致します。３点目は、県が示した復

興基本計画案「復興に向けたまちづくりデザイン」で

は、対津波戦略として、「回避型」・「分散型」・

「抑制型」に分類しておりますが、市の復興計画策定

に当たっての見解をお示しください。 

 第３の質問は、津波防災マップの見直しについてで

あります。津波防災マップの見直しを図り、減災の取

り組みをより安全なものに改善し進めるべきと思いま

すが、取り組みについてお尋ねいたします。 

 第４の質問は、ＪＲ八戸線の再開見通しについてで

あります。津波被害でＪＲ八戸線は久慈駅階上駅間が

バスの代替運行となっておりますが、バスの利用状況

と課題、八戸線の再開見通しについてお伺い致します。 

 第５の質問は、震災による地殻変動についてであり

ます。当市における地盤沈下、移動の状況についてお

示しください。 

 第６の質問は、山根地区の地デジ対策についてであ

ります。芫の木地区、保礼羅地区の共聴施設の完成見

通しについてお尋ねいたします。 

 第７の質問は、放射線対策について３点お尋ねいた

します。１点目、当市における放射線量の測定箇所と

数値及び今後の測定強化策をお示しください。２点目、

高濃度検知をした場合に向けた対策についてお伺いい

たします。３点目、福島第一原子力発電所及び関連企

業への当市からの就業者と被曝状況を把握し、市とし

ての対策を講じるべきと思いますが、取り組みについ

てお伺いいたします。 

 第８の質問は、住民の移動についてであります。震

災による当市における転出、転入の状況と、住居流出、

放射線被害が大きかった他の被災地などからの定住受

け入れを図るべきと思いますが、考えをお示し下さい。 

 第９の質問は、医療費窓口負担軽減等についてであ

ります。被災者の医療費窓口負担軽減の内容と受診状

況、要介護者の被災状況と支援についてお示し下さい。 

 第10の質問は、企業支援・雇用について２点お尋ね

いたします。１点目、震災の影響による企業の倒産・

撤退数とこれに伴う失業者数及び生活支援・雇用対策

についてお伺いいたします。２点目、地元企業に対す

る支援が求められておりますが取り組み方をお示し下

さい。 

 第11の質問は、災害関係の法適用状況についてであ

ります。災害救助法、被災者生活再建支援法、漁業災

害補償法に基づく補償該当世帯数、主な補償内容、補

償金額についてお示しください。 

 第12の質問は、被災者の心のケアについてでありま

す。被災者の心のケアについて取組状況をお伺いいた

します。 

 第13の質問は、年末年始の雪害による倒木対策につ

いてであります。雪害による倒木が放置されたままに

なっておりますが、対策についてお伺いいたします。 

 第14の質問は、水産業の復興について３点お尋ねい

たします。１点目、川鮭採捕、ふ化放流関連施設と海

中飼育施設の被災状況と復旧への取り組みについてお

伺いいたします。２点目、漁業施設や漁船置き場を高

台移転し安全確保を図るため、魚つき保安林、自然公

園法、森林法の規制解除が必要であります。復興への

ご所見をお伺いいたします。３点目、久慈漁船上架施

設の事業再開見通しをお伺いいたします。 

 第15の質問は、震災による観光等への影響について

であります。震災による観光への影響と交流促進事業

への影響、今後の対策についてお伺いいたします。 

 第16の質問は、食の安全と都市との産直交流につい

てであります。この事業について、年々市の関わりが

薄れつつあると感じます。強力に連携してより発展さ

せるべきと思いますが、今後の取り組み方をお尋ねい

たします。 

 第17の質問は、まちなか水族館についてであります。

まちなか水族館の概要についてお示しください。 

 第18の質問は、河川堤防の整備についてであります。

久慈川・長内川の堤防のかさ上げや、無堤区間の整備

は喫緊の課題であります。要望の考えについてお伺い

いたします。 

 第19の質問は、避難経路の確保についてであります。

この度の津波で 短距離で高台へ避難した人が助かり

ました。２点お尋ねいたします。１点目、漁港から海

沿いの幹線道路に避難階段を設置すべきと思います。

対策についてお伺いいたします。 
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 ２点目、八戸・久慈自動車道は、津波避難に有効で

あり、避難路活用に向けて関係機関に要望すべきと考

えますがご所見をお伺いいたします。 

 第20の質問は、市道田子の木漁港線の拡幅について

であります。普通自動車がすれ違いの際、側溝に脱輪

しているのが見受けられます。住宅が連なる狭い市道

の拡幅についてお伺いいたします。 

 第21の質問は、堀切地区側溝、集水枡悪臭対策につ

いてであります。県道侍浜停車場阿子木線の側溝、集

水枡の悪臭解消策についてお伺いいたします。 

 第22の質問は、国体の開催と新野球場の建設につい

て２点お尋ねいたします。 

 １点目、国体開催、県の方針に対する市の見解をお

伺い致します。２点目、震災による新野球場建設計画

への影響がないか、お伺いいたします。 

 以上で登壇しての私の質問を終わります。 

○議長（宮澤憲司君）  山内市長。 

    〔市長山内隆文君登壇〕 

○市長（山内隆文君）  清風会代表畑中勇吉議員のご

質問にお答えをいたします。 

 初に、予算の見直しについてお答えをいたします。 

 震災による当初予算の見直しについてでありますが、

本定例会に提案しております補正予算案において、震

災により執行不能となっている産地形成促進施設、地

下水族科学館、及び海女センターの指定管理費等を減

額計上し、復旧・復興事業の財源に充てたところであ

ります。 

 今後におきましても、現在策定中の久慈市復興計画

の動向を踏まえながら、必要に応じて予算の見直しを

進めてまいりたいと考えております。 

 次に、被災地域のアンケート結果についてお答えを

いたします。 

 去る５月10日から５月16日までの期間において、床

下浸水以上の家屋被害を受けた世帯336世帯を対象に、

今後の居住意向や移転希望などに関するアンケート調

査を直接面談方式により実施いたしました。結果、

309世帯、92％相当からの回答があったところであり

ます。 

 このアンケートにつきましては、現在、岩手大学に

おいて被災者の意向や地域コミュニティに与える影響

等に関する分析を行っているところであり、今後、復

興計画にその内容を取り込んでいきたいと考えており

ます。 

 次に、建築制限区域の条例化についてでありますが、

昨日の新政会代表中平議員ほかにお答えいたしました

とおり、被害の程度も様々でありますことから、一様

に区域を定めて住宅建築を制限することは慎重に対応

すべきと考えております。 

 また、復興計画の策定に当たりましては、被災地域

住民の意見等を集約するとともに、減災効果が高かっ

たと思われる湾口防波堤、防潮堤、河川堤防等の防災

施設の効果に学術的な検証を加えますほか、被災地域

住民の意向等を踏まえながら、県の復興計画に盛られ

たまちづくりデザインの提言なども参考に、これらの

防災施設を更に整備促進することで、より災害に強い

まちづくりに努めてまいりたいと考えております。 

 次に、津波防災マップの見直しについてであります

が、一昨年に引き続き、住民ワークショップ等を開催

し、見直しを進めてきたところでありますが、この大

震災をさらに検証し、岩手県等の強力を得ながら、更

なる適切な津波防災マップの作成に努め、減災への取

り組みに供して参りたいと考えております。 

 次に、ＪＲ八戸線の再開見通しについてお答えをい

たします。 

 ＪＲ八戸線の再開は、現在、具体的な見通しがたっ

ておりませんことから、昨日の新政会代表中平議員ほ

かにお答えいたしましたとおり、国の全面的な早期支

援の実現を要望してまいりたいと考えております。 

 また、代替バスの運行でありますが、現在、久慈駅

階上駅間を、上り５便、下り４便が運行しており、通

学や通院などに利用されているところでありますが、

運行便数が少なくなっているために、利便性に課題が

あるものと捉えております。 

 次に、大震災による地殻変動についてお答えをいた

します。当市におきましては、国土地理院で測定した

地殻変動によりますと、水平の変化量が東南方向に90

センチメートル、高さの変化量がマイナス７センチ

メートルとなっているところであります。 

 次に、山根地区の地デジ対策についてお答えをいた

します。 

 芫の木地区の共同受信施設の完成見通しにつきまし

ては、現在、施工業者との工事契約締結を終え、７月

中の完成を目指し、事業を進めているところでありま

す。 
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 また、保礼羅地区につきましては、現在、国の内示

を受けて交付申請をしている段階にあり、交付決定後、

速やかに事業着手できるよう支援してまいりたいと考

えております。 

 次に、放射線対策についてお答えをいたします。 

 昨日の新政会代表中平議員にお答えいたしましたと

おり、放射線量測定器を導入し、測定体制を強化して

まいりたいと考えております。 

 また、放射線量を高濃度検知した場合においては、

県及び関係機関等と協議をし、対応を検討してまいり

たいと考えております。 

 次に、福島第一原子力発電所及び関連企業への当市

からの就業者の被曝状況についてでありますが、久慈

市に住所を有しない当市出身者の関連企業への就業状

況については把握が困難であり、捉えていない状況で

はありますが、久慈市に住所のある方で関連企業への

出稼ぎ者はいないものと捉えております。 

 次に、住民の異動についてお答えをいたします。 

 震災による転出、転入の状況につきましては、昨日

の新政会代表中平議員にお答えいたしましたとおり、

昨年との比較において、３月から５月までの転出が

131人減少、転入につきましても78人減少していると

ころであり、震災の影響により、転勤や進学等に伴う

住所異動が中止又は延期されたものと推察いたしてお

ります。 

 また、他の被災地からの定住受入れについてであり

ますが、震災後におきましても、当市では移住・定住

の受入れが可能である旨、ホームページ等を活用して

情報発信を行っており、引き続き、移住・定住の促進

に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、医療費窓口負担軽減等についてお答えをいた

します。 

 まず、医療費窓口負担軽減の内容と受診状況につい

てでありますが、東日本大震災によりまして一つには

住家の全半壊、二つには主たる生計維持者の死亡・行

方不明、三つ目には業務の休廃止や失職により現在収

入が無い等、国が示す対象者に対して、当面、医療機

関等窓口での一部負担金が免除されているところであ

り、久慈市国民健康保険での受診状況は、３月に38件、

４月では182件となっているところであります。 

 また、要介護者の被災状況と支援についてでありま

すが、要介護者の被災は、家屋の全壊が５人、大規模

半壊が２人、半壊が10人の計17人となっております。 

 このうち、２人の方が家屋の大規模半壊及び半壊に

伴い、管内の介護保険施設におけるサービス利用につ

いて、支援を行ったところであります。 

 このほか、被災した要介護者に係る介護サービス利

用料と介護保険料につきましては、久慈広域連合にお

いて減免制度に基づき、支援を行っているところであ

ります。 

 次に、企業支援・雇用についてお答えをいたします。 

 まず、震災の影響による企業の倒産・撤退の状況に

つきましては、ないものと把握しておりますが、操業

再開の目処が立っていない企業もあり、当市での事業

再開を強く働きかけている状況にあります。 

 また、震災の影響による失業者数、生活支援・雇用

対策及び地元企業への支援につきましては、昨日の新

政会代表中平議員ほかにお答えいたしましたとおり、

６月10日現在で、久慈市内の離職者数は395人、休職

者数は42人であると久慈公共職業安定所から伺ってい

るところであり、企業の復興による雇用の回復を目指

すため、震災後、市が新たに制度化した利子・保証料

補給の実施や、国、県等の助成制度の活用促進を図っ

て参りたいと考えております。 

 次に、災害関係の法適用状況についてお答えをいた

します。 

 まず、災害救助法についてでありますが、本法によ

る救助は、県知事が行うものであり、その一部を市長

が補助し、具体的には、避難所等への食料、物資等の

現物での配布となります。 

 次に、被災者生活再建支援法でありますが、被災者

の生活の再建と被災地の速やかな復興に資することを

目的として、支援金が支払われるものであります。 

 その対象世帯は、概ね大規模半壊以上の被災を受け

た世帯であり、世帯数は約120世帯となっております。 

 また、住宅の被害程度等に応じて支給される基礎支

援金は100万円から37万5,000円が支払われ、加えて、

住宅の再建方法に応じて支給される加算支援金として

200万円から37万5,000円が支払われるものであります。 

 次に、漁船損害等補償法に基づく補償は、漁船数

372隻、補償金額は７億9,129万円となっております。 

 また、漁業共済補償につきましては、ワカメ養殖業

２名、補償金額は70万8,160円となっております。 

 次に、被災者の心のケアへの取り組みについてであ
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りますが、避難所開設当初においては、保健師を24時

間配置し、避難者の心身両面にわたる健康相談・健康

管理を実施したところであります。 

 避難所閉鎖後におきましては、被災地区、雇用促進

住宅及び仮設住宅の全戸を、お見舞いのメッセージを

添えたタオルを持って巡回健康相談を行い、要フォ

ロー者については岩手医大のこころのケアチームや医

療機関に繋ぐなど、被災者の心のケアに努めてきたと

ころであります。 

 なお、被災者の心の動きは不安定であり、時間の経

過とともに変化し、その心のケアの重要度は増してい

るものと認識いたしております。 

 このことから、今後は全被災者を対象とした健康チ

ェック票によるスクリーニングの実施、及び地区集会

所等でサロン的な相談の場を設けるなど、関係機関等

との連携を密にし、被災者の心のケアに継続して取り

組むことといたしております。 

 次に、年末年始の雪害による倒木対策につきまして

は、昨日の新政会代表中平議員にお答えいたしました

とおり、森林国営保険に加入している場合は、補償の

対象となり、また補助事業を活用して被害木の除去が

実施できますことから、関係機関・団体と連携して、

制度の普及・啓発に努めているところであります。 

 次に、水産業の復興についてお答えをいたします。 

 まず、川鮭採捕施設等の被害状況と復旧への取組み

についてでありますが、久慈川漁業協同組合で管理し

ます採捕場及びふ化放流関連施設は、魚網、番屋、採

卵棟、揚水施設等が流失し、その被害額は1,488万円

余となっております。 

 また、久慈市漁業協同組合で管理しております海中

飼育施設は、海中飼育生簀及びさけ稚魚の流失で、被

害額は970万円となっております。 

 事業再開の見通しについてでありますが、９月から

の採捕に向けて、さけ・ます生産地地震災害復旧支援

事業により、さけ採捕場の応急復旧を実施する予定で

あります。 

 本格的復旧は、平成24年度に計画しており、海中飼

育生簀施設につきましては、平成23年度中の整備を予

定していると、それぞれの組合から伺っているところ

であります。 

 次に、漁業施設等を高台に移転し安全確保を図るた

め、自然公園法、森林法の規制解除についてでありま

すが、先般、県北広域振興局に施設の高台移転にかか

る規制解除につきまして要望しているところでありま

す。 

 県では、津波浸水区域の住宅等の高台移転先を検討

するにあたり、移転候補地が法の規制により弊害とな

っている状況にあることから、国に法規制の撤廃・簡

素化を申し入れている状況であると伺っているところ

であります。 

 県からの申し入れに対する、国の回答は出されては

おりませんが、今後、国の動向を注視しながら、県と

連携を図り要望を継続してまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、漁船保全修理施設の事業再開見通しについて

でありますが、本施設はすでに６月７日から稼動して

おります。 

 今後は、機械室・電気室を整備する予定であると、

久慈市漁業協同組合から伺っているところであります。 

 次に、震災による観光等への影響についてお答えを

いたします。 

 当市におきましても、震災の影響により昨年同時期

に比較し観光客入込数が４割減少しております。 

 今後の対応といたしましては、平成24年４月からの

岩手デスティネーションキャンペーンの前年というこ

とでもあり、積極的に当市の情報発信を図ってまいり

たいと考えております。 

 また、県や岩手県産株式会社等が開催する観光物産

展などにも積極的に参加しＰＲして参りたいと考えて

おります。 

 次に、震災による交流促進事業への現時点の影響に

ついてでありますが、本年度の教育旅行として計画ど

おり市外から受入れした学校が６校、今後受入れ予定

の学校等が２校、２団体でありますが、震災の影響で

キャンセルとなった学校は３校であります。 

 ３校は、いずれも首都圏の学校であり、その理由と

いたしましては、交通機関の確保、福島原発事故の影

響や保護者の意向によるものと伺っているところであ

ります。 

 今後の対策といたしましては、被災地ではあります

が、海の体験の一部を除き受入れ可能であることを積

極的にＰＲし、誘客に努めて参りたいと考えておりま

す。 

 次に、食の安全と都市との産直交流についてお答え
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をいたします。 

 当市におきましては、短角牛を中心に首都圏の消費

者団体であります大地を守る会との産直提携を行って

おり、安全・安心を追求し、国産飼料100％給与など、

常に消費者ニーズに対応した取り組みを行ってきたと

ころであります。 

 毎年７月には、短角牛の里と都市を結ぶ集いが開催

され、生産者と消費者の交流が深まり、顔の見える関

係がしっかりと構築されていると考えております。 

 また、昨年12月には、農林水産省の食と地域の絆づ

くりの優良事例に認定されるなど、着実に産直交流が

発展しているものと考えております。 

 市といたしましては、今後とも、生産者及び消費者

をはじめ、関係機関と連携しながら、産直交流の充実

強化に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、まちなか水族館についてお答えをいたします。 

 緊急雇用創出事業により、まちなかの空き店舗を活

用し、海や海の生き物の魅力を知っていただくため魚

介類の展示を行うほか、様々な体験コーナーを設け、

訪れた皆さんが海にふれあっていただくことを目的と

する事業であり、来月の開設に向け準備を進めている

ところであります。 

 内容といたしましては、被災したもぐらんぴあの水

槽の一部が利用可能であることや、東京海洋大学客員

准教授のさかなクンから魚介類の提供をいただく予定

となっており、これらを有効に活用しながら運営する

こととしているところであります。 

 次に、河川堤防の整備についてお答えをいたします。 

 久慈川、長内川の堤防嵩上げや無堤区間の整備につ

いてでありますが、昨日の日本共産党久慈市議団代表

城内議員にお答えいたしましたとおり、これまでも、

河川管理者である岩手県に対し要望してきたところで

あります。 

 今回の東日本大震災の大津波は、久慈川、長内川を

遡上し、一部区間で越水が見られ、背後の住宅等が被

害を被ったところであり、改めて堤防の嵩上げの必要

性を強く認識したところであり、今後におきましても、

河川堤防の整備について重点事項として岩手県に対し

強く要望をしてまいりたいと考えております。 

 次に、避難経路の確保についてお答えをいたします。

まず、避難階段の設置についてでありますが、今回の

大震災において当市におきましても、高台への避難路

の確立についての重要性を強く認識したところであり

ます。 

 従いまして、今後、避難経路や避難場所の検証を進

める際に、ご指摘の避難階段も含め、 適な避難経路

等の確保に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、八戸・久慈自動車道の避難路としての活用に

ついてでありますが、被災を受けた県南沿岸域の方々

には、盛土構造により高台に整備された高規格道路等

に避難することで、大津波から難を逃れたという事例

が報告されているところであります。 

 市といたしましても、津波発生時において八戸・久

慈自動車道への避難は、住民が迅速に避難できる有効

な方法であると強く認識しているところであり、かね

てより国に対して提案を行ってきたところであります。

このたびの震災を受けまして、避難路として活用でき

るよう、これを受けて現在、東北地方整備三陸国道事

務所と協議を進めているところであります。 

 次に、市道田子の木漁港線の拡幅についてでありま

すが、当該路線は、外屋敷地区と田子の木漁港を連絡

する道路でありますが、普通自動車のすれ違いが困難

な狭隘箇所が散見されているところであります。 

 道路の拡幅改良には、多額の工事費が必要でありま

すことから今後、整備手法等について検討してまいり

たいと考えております。 

 後に、堀切地区の側溝、集水枡悪臭対策について

お答えをいたします。 

 ＪＲ侍浜駅周辺の県道侍浜停車場阿子木線の側溝と

集水枡がヘドロ堆積により悪臭を発していることから

これを除去し、今後ヘドロ堆積の原因の把握と発生原

因の抑制について近接住民の協力を仰いでまいりたい

と、道路管理者であります県北広域振興局土木部から

伺っているところであります。 

 市といたしましても、早期に問題が解消されますよ

う、県に対し要望してまいりたいと考えております。 

 以上で、清風会代表畑中勇吉議員に対する私からの

答弁を終わります。 

○議長（宮澤憲司君）  亀田教育長。 

    〔教育長亀田公明君登壇〕 

○教育長（亀田公明君）  清風会代表畑中勇吉議員の

ご質問にお答えをいたします。 

 まず、国体開催に対する県の方針に対する市の考え

方でありますが、昨日の政和会代表大沢議員にお答え
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いたしましたとおり、様々な方途を講じる等して開催

すべきと考えております。 

 次に、震災による新野球場建設計画への影響につい

てでありますが、現在、建設候補地の地権者への意向

打診等を進めているところであり、関係部局等との連

携を図りながら、仮設ではなく本設の市営野球場の建

設を目指してまいりたいと考えております。 

 以上で、清風会代表畑中勇吉議員に対する私からの

答弁を終わります。 

○議長（宮澤憲司君）  再質問、関連質問を許します。

８番畑中勇吉君。 

○８番（畑中勇吉君）  それでは、何点か質問をさせ

ていただきます。 

 質問項目の２番にかかわってお伺いしたいのですが、

北日本造船と地下備蓄基地、重要施設を高台に移転す

るというふうなニュースがありました。これは一部回

避型を取り入れて施設移転をするのかなというふうに

受け取ったのですが、どのような計画なのか。また、

市の支援策についてお伺いしたいと思います。 

 それから、２点目は、今復興計画を策定中なわけで

ありますけれども、山内市長はテレビインタビューで

津波減災モデル都市をつくりたいというお話をなさっ

ておるわけです。どのような考え、構想があるのかお

伺いしたいと思います。 

 それから、質問項目の９番目、医療費窓口負担軽減

の受診者があったというふうな、人数等もお伺いした

のですが、県立久慈病院に福島原発絡みの受診者があ

ったというふうに私が調べたら聞いております。何名

の受診者があって、放射線被曝等の受診の内容は、そ

ういう内容であったかどうかというのをお伺いしたい

と思います。 

 それから、２点目は、７月から始まる免除証明書発

行事務も、間もなく免除証明書が使われる時期になる

わけですが、この事務の進捗状況と当市の発行対象者

数、これについてお伺いしたいと思います。 

 それから、質問項目の10番目、地元企業等に対する

支援の関係なんですが、今、グループ補助金が出て、

久慈広域のグループ等を作って、何グループか補助申

請をしているというふうに伺っておるんですが、非常

に、総額は79億だったですか。まず、予算総額が大変

少ない。希望があるのに少ないということがあって、

この拡大がぜひ必要ではないかなというふうに思いま

すし、また、申請事務が大変難しくて、しかもハード

ルが高いということで、実際久慈の誘致企業なんかで

支援が受けられるのかなという大変心配をしながらの

申請をしているというふうに聞いております。 

 補助金の総額の枠の拡大、それから、実際問題本当

に久慈市、これから申請ですから、予想観測でしかお

話できないかもしれないのですが、なかなか難しくて、

実際問題として役立つようなグループ補助金なのかな

という心配をしているようであります。この点につい

てお伺いしたいと思います。 

 それから、２点目はハチカンですか。これは150名

ほど従業員があったということで、みんな工場を片づ

けて、機械類とか製造設備、全部八戸に配ったという

ふうに聞いているのですが、また、 近になって片づ

けのための片づけではなくて、再開に向けた片づけと

言いますか、そういうような動きもあるというふうに

聞いております。 

 そういうことで、生産ラインの、特に缶詰生産ライ

ンなんかは確かに被害があったというふうに聞いてお

りますけども、被害の状況も少なかったのかなという

ふうなことも聞いておりますので、粘り強くこれは再

開に向けて働きかけをしたり、また、支援についても

検討をすべきではないかと思うのですが、この点につ

いてお伺いしたいと思います。 

 それから、質問項目の12番、震災による、大変24時

間の配置でいろいろやっていただいているということ

なのですが、震災によるうつなどの精神病、この発症

者数がどれくらいあるのか。 

 それから、これはケアをしっかりやれば、そういう

ことはないんですが、 近の新聞報道等で被災地で自

殺が多くなっているということなんですが、この自殺

対策をどのように取り組まれるのかお伺いしたいと思

います。とりあえず。 

○議長（宮澤憲司君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  津波減災モデル都市を目指し

てまいりたいと、このことについてお尋ねがありまし

た。若干長くなるかもしれませんが、お許しをいただ

けますでしょうか。 

 まずはハード面・ソフト面、両面を充実していかな

ければらないというふうに考えております。 

 初にソフト面について申し上げますと、津波防災

意識の日常化といったことにこれからも意を用いてい
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かなければならないと考えております。例えば津波避

難訓練、市としては年に１回行うわけでありますし、

また、企業等々各団体等については、それぞれの考え

に基づいて避難訓練等を行っているわけであります。 

 こうしたことの積み重ねの中で、今回の震災による

津波被害についても、人的被害は 小限度にとどめる

ことができたと、このように思っておりますが、ただ、

この津波避難訓練一つとりましても、そのときには大

きな関心を持っていただけるのでありますが、日常化

ということからすればどうだろうということもありま

す。 

 また、津波防災マップ等を策定をして配付をする。

その際には市民の皆さんも関心を持って見ていただけ

るわけでありますけれども、これが日常化ということ

になるといかがなものかという視点もございます。 

 したがって、ワークショップなどを開きながら年間

を通じてそういった取り組みを行うことによって津波

防災意識を日常化していかなければならない、そうい

った工夫を今後さらに重ねてまいりたいというふうに

思っております。 

 また、ハード面についてでありますけれども、これ

には重層的な津波防災施設を構築するということが重

要であると考えております。現実問題として、久慈市

においては既に湾口防波堤、諏訪下外防波堤、諏訪下

防潮堤、河川堤防等々を構築しているわけでありまし

て、一つの施設によってすべてを抑えきるという考え

ではなくて、重層的な備えをすることによって減衰を

させていくのだ、こういう考えでこれまでも来たわけ

でありますが、それをさらに進める必要があるのだろ

うと、このように思っております。 

 また、道路建設に当たっては、盛土構造を極力取り

入れていくと、こういうことも一つの大きな手法であ

るというふうに考えております。先ほど登壇してのご

質問の中にもありましたけれども、八戸・久慈自動車

道、これについて津波等の発生の際には一時的な避難

場所として活用できないのかということについて、国

土交通省等々に提言を行ってきたところでありました。 

 しかし、交通安全の観点から、なかなかにそういっ

た考えに立ちにくいということも一方では事実である

わけでありまして、これらのことを重ねて提言をして

きたところ、このたびの津波震災を受けまして、国土

交通省においてもやや前進の考え方を持って対応をい

ただいており、現在、可能であるかどうか協議中であ

ります。 

 いずれそういった既にある公共インフラに一つでも

多くの津波防災機能を付加していくことも大切である

と、このように考えております。 

 また、同時に半崎地区であれ、諏訪下地区であれ、

一時避難的な場所の構築は望ましい姿であるわけであ

りますので、津波避難ビル等々が可能であるのかどう

か、また、平場に高台を構築することができるのかど

うかなども含めて検討をしていかなければならないと

思っております。 

 また、漁村等の集落の避難についても、これもご質

問がございましたけれども、そういったところについ

ても改めて検証をしていくということ等々を重ねなが

ら、津波に対する減災都市として、モデル的な機能を

果たせるよう努力してまいりたいと考えております。 

○議長（宮澤憲司君）  外舘副市長。 

○副市長（外舘正敏君）  私からは、いわゆる中小企

業等復旧、あるいは復興支援補助事業のご質問につい

てお答えを申し上げたいと思いますが、いずれこの事

業については、国の４分の３の補助を導入をして、グ

ルーピングをして申請をするというふうな事業なわけ

でありますが、いずれ久慈市においては、現在17の企

業等がグループを組んで今申請をするというふうな手

続をとっている状況であります。 

 ご指摘のとおり、実はこれは国の１次補正、あるい

は県の補正でこの予算が決まってきたわけであります

けれども、期限的にも今月の24日期限、あるいはその

申請書類等の難しさというのもご指摘のとおりあるわ

けですけれども、この分については県のほうには私の

ほうでも申し入れをしながら、例えば、期限について

は現在グループを組んでいる企業等が、その期限に間

に合わせるように取り組んでいるところでありますけ

れども、申請書類等については振興局のほうにも申し

入れをし、振興局のほうでも中心になって指導をして、

申請書類の作成にお手伝いをしているというふうな、

そういうふうな状況であります。 

 いずれハードルは高いというふうなマスコミの報道

等もあるわけですけれども、当市としても企業等と一

体となってこの事業の採択に向けて頑張っていきたい

というふうに考えているところであります。 

 79億というご指摘もありましたけれども、何とか次
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の国の補正の中でさらにこの事業費についてはかさ上

げをしていただくようにも、これからも県等を通じな

がら要望はしてまいりたいというふうに考えておりま

すので、ご理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  野田口健康福祉部長。 

○健康福祉部長（野田口茂君）  それでは、何点かお

答え申し上げます。 

 まず 初に、福島第一原発に絡み、県立病院を受診

していてというお話でございますが、それぞれの受診

内容については、それぞれが持つものでございますし、

診療内容については個人のデータでもございますので、

公表はできないというふうに基本的な状況ではござい

ます。ただ、原発とか放射能絡みでの受診、診療をさ

れた方はないと伺っているところでございます。 

 それから、心のケアに係る部分でお答え申し上げま

す。現在どのような状況になっているかということで

ございますが、先ほど市長のほうから答弁を申し上げ

ましたように、３月11日の発災から保健師をそれぞれ

避難所に配置し対応をしてまいったところでございま

す。そしてまた、岩手医大の心のケアチームを導入し

まして、それぞれ対応をいただいてきたところでござ

います。 

 その中で、現時点で申し上げますと、医大の心のケ

アチームのほうにお願いを申し上げた、レベル的には

精神的にまいっている状況が強いのではということで

お願いした方が２名ございます。それから、引き続き

保健師等が継続して訪問しておりますいわゆるロー

ラー作戦と申しまして、全被災者の所を回ったわけで

ございますが、その中で要フォローが必要だという

方々について、現在13世帯ございます。その方々に引

き続き継続して訪問等を行っているところでございま

す。 

 今後につきましては、先ほどの市長答弁にもござい

ましたように、被災者の健康チェック表によるスク

リーニングの実施、それから、保健師の巡回訪問によ

るさまざまな相談、そして、民生児童委員の皆さんの

協力を得るなどして、今後とも引き続き関係機関、医

療機関等を含め合わせて連携をし、心のケアには鋭意

努めてまいりたいというふうに考えているところでご

ざいます。 

 また、介護に係る利用料の減免申請者数ということ

でございますが、これは６月15日現在で家屋・失業等

を含めて14人の方が申請をされている状況でございま

す。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  勝田市民生活部長。 

○市民生活部長（勝田恒男君）  医療費窓口負担の軽

減等にかかわってのご質問にお答えをいたします。 

 まず、免除証明書の発行事務の進捗状況でございま

すが、市の広報ですとか災害復興支援ガイドブック、

これらを更新するなどで周知を行いまして、現在、こ

れは平成23年６月22日現在でございますが、143人に

発行をいたしております。 

 それから、免除証明書発行の対象者数の見込みでご

ざいますが、住家の全半壊等に該当する方については

約260名というふうに推計しております。 

 また、主たる生計維持者が業務を廃止したことや失

業による件数については、把握しておらないところで

ございますので、ご理解をお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  菊池産業開発担当部長。 

○産業開発担当部長（菊池修一君）  私のほうからは、

北日本造船と地下備蓄石油基地の高台移転についてお

答えをします。 

 私ども捉えている情報で申し上げますが、北日本造

船につきましては、山際のほうにまだ売れていない県

の土地があり、そこを購入して新たに、今回津波を受

けたことから、高価な機器等はそちらのほうに生産ラ

インを移して新しく工場を建てるというふうに聞いて

ございます。 

 それから、地下備蓄石油基地でございますが、やは

り今回の津波によりまして、ワイヤーの部分のいろん

な設備が損壊を受けたということで、特にも重要とな

る電源施設について高台のほうに移すというような予

定で進めているというふうなことで伺ってございます。 

 それに対します市としての支援ということでござい

ますが、北日本造船につきましては、今お答えをした

経済産業省のほうのグループ補助のほうで何とかでき

ないかというようなことで、県と連携しながら今やっ

ているところであります。 

 それから、地下備蓄石油基地につきましては、既に、

３年で復興するということで予算、今年度で200億を

確保したということですが、当市ができるといいます
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と、これからその高台移転に伴う土地購入について、

何らかのそういったところで支援ができるのかなとい

うふうに感じているとこでございます。 

 それから、もう一つ㈱ハチカンの件でございます。

先般５月の12日でしたか、出資元の八戸缶詰株式会社

のほうの会長を訪問しました。市長と、それから県の

ほうでは商工観光労働部の副部長と一緒に行っていた

だきまして、今議員がおっしゃるように、もう一度何

とかこの地で再建していただけないかというようなこ

とで、私どもや県ができる支援策をお示ししてお話を

してきたところでございます。 

 なかなか厳しい状況にはありますが、引き続きぜひ

何とかどういう形でもこの地に残って再建をしていた

だきたいということで、いろんな情報をまた随時提供

してまいりたいというふうに考えてございます。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  ８番畑中勇吉君。 

○８番（畑中勇吉君）  ４番のＪＲ代替バスの関係で

お伺いしたいんですが、私、侍浜町の高校生に聞き取

りをしましたら、バスの関係について学校側で意向な

りそういうのを聞いたという生徒、広域の大野を除く

４校についてそれぞれ聞き取りをしたんですが、一人

もいなかったのです。 

 それで、７月になれば高校三者面談等があるような

のですが、そういうときに学校の勉学、そういうのだ

けでなくて、その通学にかかわる部分等をぜひ父兄等

から聞き取りをして意見反映していただけるように学

校側に要望をすべきじゃないかと思いますけれども、

その点１点。 

 それから、もう一つ、私が調査したら、代替バスの

運行をして乗車率が伸びているのは種市高校なんです

よ。と思われます。といいますのは、通学証明書の発

行が60から70％発行数が震災前から増えているのです。

だから、客観的に見て、駅ではなくて、45号線の停留

所から乗るのがすごく結果的に好都合で増えているの

かなというふうに私は推定しているのですが、それぐ

らい増えているということです。 

 私、なかなか難しいというのはわかるのですが、例

えば鉄路の場合は、全然種市まで被害がなくても、種

市まで運行できないという、鉄道が。ディーゼル機関

しか運行できないという理由があるようなんです。 

 それは鉄路のブロックが階上から八木までと、それ

から八木から久慈までというふうに通信網なり信号機

との兼ね合いもあってそういうふうになっているとい

うふうに機構的にそうだということを聞いているので

すが、ただ、長くなれば、先ほどの通学証明のほうで

も久慈の久慈東高校、久慈工業は10％から25％通学証

明書の発行が震災前から少なくなっているということ

を考えても、やっぱり使い勝手がよくないということ

だと思うんですよ。 

 だから、例えば部分的に少し費用がかかるかと思う

のですが、侍浜まで延長するとか、種市まで延長をす

るとかというふうなことで、この利便性をもうちょっ

と図っていただければなと。 

 特に洋野町は通学に関しては通学証明書の発行が六、

七割増えているからそんなに違和感がないのかもしれ

ませんけども、久慈の東、工業、久慈高の通学生は大

分使い勝手が悪いというふうに思っているみたいです。

その点についてお伺いしたいと思います。 

 それから、14番の小規模漁港の関係等では、高台に

移転して船なんかを移して被害を免れたほうが非常に

いいのかなということで話があっています。 

 例えば、多額の費用をかけて消波堤とかブロックを

入れるのも何なんですが、例えばユニックの車両を１

台侍浜地区の生産部に預けてくれれば、たやすく高台

に避難することができると思うんですよ。それは、防

波堤の建設費用なんかよっぽど財政の負担もないと思

うんですが、そんな意見もありますけれども、見解を

いただきたいと思います。 

○議長（宮澤憲司君）  大湊総合政策部長。 

○総合政策部長（大湊清信君）  ＪＲ八戸線の代替バ

スの運行についてのご質問にお答えしたいと思います。 

 今現在、上り便、下り便合わせて９便ほどの運行を

させていただいておりました。実は、これについても

この議場でご要望がありましたクラブ活動に対応をす

るということで、夕方の便をいろいろ協議させていた

だいて増やさせていただいたという経緯もございます。

それらもありますが、子供たちの通学の便の足を守る

という観点、それから、通院関係の方々の足を守ると

いう観点がまず第一義的かなということで、この代行

バスの運行についてはお願いしているところでござい

ます。 

 ただ、運行経路が実は久慈駅から階上駅までという

ことで、今、長距離にわたっているものでございます
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ので、やはり始発の関係、それから到着の時間の関係、

これらのところをかみ合わせてそのダイヤを設定して

いるということで、お互いに痛み分けと申しますか、

我慢するところは我慢をしていただくという対応をお

願いしているところでございます。 

 それで、私どもとすれば、学校が、特に久慈高校、

東高校、久慈工業高校のほうとの学校側との協議も意

向も確認しながら、ＪＲ側との協議を進めているとこ

ろでもございますので、学校対生徒さんのところにつ

いては、私らのところはちょっと承知できないところ

でございますが、学校とすれば、この時間帯で通学は

確保されていると、足は確保されているというふうに

意向を伺っておりますので、今お話のありました点に

ついては、それぞれ個々の確認というところまではい

かないかもしれませんけれども、学校としてのそこの

運営の中でどうあればいいのかということを、私ども

のほうとしては協議してまいりたいというふうに考え

ておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  高台の移転にかかわっ

て議員からご意見がございました。よくお伺いいたし

まして、費用対効果等を精査してまいりたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  15番堀崎松男君。 

○15番（堀崎松男君）  それでは、畑中議員の質問に

関連いたしまして、何点か質問をしたいと思いますが、

その前に、３・11東日本大震災の発生に当たりまして

は、山内市長をはじめ、市当局の皆さん、そして職員

の皆さん、そして市民の皆さん、全国の国民の皆様に

感謝を申し上げたいと思います。 

 水産関係の質問につきましては、先ほど来、あるい

は前日の登壇者の方々の答弁を聞きまして理解いたし

ました。今後ともにそのご支援につきましてはよろし

くお願いを申し上げたいと思います。 

 それでは、関連して１点だけお願いしたいと思いま

す。昨日も質問ございました堤防のかさ上げの関係で

ございます。大湊地区のかさ上げ、中塚議員からござ

いましたけれども、かさ上げについては答弁の中でお

聞きいたしましたが、これまで何回か大湊地区の水は

けの問題ではお願いをした経緯もありますし、事業展

開した経緯もございます。 

 しかしながら、海岸線から下側は水を抜く事業を完

了しておりますけれども、それから上は現在でもまだ

進んでいないという状況によりまして、あの地区は堤

防よりも低い、そしてまた395号線よりも低いと、鉄

路よりも低いという状況の場所でございます。 

 そういう点からも排水、地震はもとより津波はもと

よりですけれども、排水についてもご理解を願って、

ぜひ実施すべきと思いますが、その点について１点だ

けお願いと工事についての見解を答弁をお願いしたい

と思います。 

○議長（宮澤憲司君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  夏井川の堤防のかさ上げに

かかわってご質問をいただきました。この堤防につい

ては皆さんご承知のとおり、非常に堤防の天板が低い

と、ＤＬで6.4メートルしかないわけであります。今

回の津波でもここから遡上して大湊地区といいますか、

この湊地区の被害を大きくしたような状況になってご

ざいます。 

 実は、この堤防のかさ上げについては、昨年からで

ありますけれども、地元の方々とも河川の清掃等こう

いったことを実施しながら、昨年この堤防のかさ上げ

について事前の調査が行われております。今年度の事

業でもって調査する方向であったわけですが、今回の

震災でもってその事務が滞ってしまった状況でありま

す。 

 県といたしますれば、いずれこの高さが、今どの程

度の高さにすればいいのか、ここの判断をどうするか

ということで今中断しているわけでありますけれども、

現在、久慈川の堤防が、高さが7.7メートルございま

す。少なくてもこの高さまでは、私どもとすればかさ

上げをしていただきたいと、そういうふうなお願いを

してございます。 

 ただ、そうなっていくと、今度は洋々橋との取りつ

けがどうすればいいのか、それから、当然防潮堤の関

係もありますけれども、そういったところとの整合性

をどう図っていくかというふうな、非常にネックにな

ってくると思います。 

 ただ、県といたしますれば、今年度そういった調査

費をさらにまた計上をして設計を組むための調査をや

っていくということまで私ども捉えております。 

 いずれ、今年度の事業の中で堤防の状況を確認いた
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しまして、今度、岩手県の津波防災の専門委員会、こ

ちらのほうで出すそういった方向性、こういったもの

の整合を図りながら今後その堤防のかさ上げについて

進めてまいりたいというふうに捉えておりますので、

私どもといたしましても、県と協調しながら、そして

また、重点事項要望等々でもお願いをしながら事業の

早期着手に向けて捉まえてまいりたいというふうに考

えております。 

 以上であります。 

○議長（宮澤憲司君）  24番八重櫻友夫君。 

○24番（八重櫻友夫君）  畑中議員の質問に関連して

２点ほどお伺いします。 

 質問項目は17番、18番になります。順不同になりま

すが、畑中議員も、それから、ただいまの堀崎議員も

質問されましたのですが、１点目は河川堤防の整備で

ございます。 

 けさも地震がありまして大変びっくりしましたんで

すが、先日の３月11日のようなことになったらどうな

るのだろうというのをまず感じました。海岸沿いの大

きな建物は破壊されておりますし、そういう中で津波

が前回のように逆流してくるような状態になったらど

うだったのだろうという一瞬本当にびっくりしたよう

な状態でございます。 

 そこで、今回３月11日の震災の場合は、私はやはり

この久慈市は行方不明者、死者も少なかったという点

でも考えれば、１点目は、やはり大型港湾の建設が進

んでいたったというのがまず１点。それから、２点目

は避難訓練、これは日常の避難訓練を一生懸命進めて

いたというのが私はあったのだろうという思いがあり

ます。 

 それから、３点目は、久慈川、長内川、もちろん夏

井川も含めますが、この川があったから、もしこの一

つだけの川だったら果たしてどうだったのだろうかと

いう思いもありますが、いずれこの川があったからこ

のぐらいの被害で済んだのかなという思いはあります。 

 そこでお伺いしますが、やはり湾口防波堤について

は、これは私は、やはり国のほうの関係がございます

ので、大変予算が確保するには大変かなという思いは

ありますが、いずれ日々努力していっていただきたい

と。 

 それから、日常の避難訓練ですが、先日も避難訓練

がございました。私は消防団としてプランドールのほ

うに出ましたんですが、たくさんの避難訓練に参加し

ていただきまして、そしてまた、皆さん方は一生懸命

されている姿を見まして、こういう機会を多く持って

いただきたいなというのも感じたところでございます。 

 それにあわせて、久慈川、長内川等のもちろんかさ

上げ、それから無堤防区域の整備等は、先ほどの質問

者の中でわかりましたんですが、私は、この河川敷内

の整備を、例えば流木等、それから土砂等堆積してい

るのと、やはりきちんと整備しておかなければならな

いのかなというのを感じております。 

 先日の地震で津波でもありました。やはり久慈川、

長内川等を見ましても、久慈橋、それから長内橋等を

見ましても、橋を乗り越えるぐらいのスピードで逆流

してくるわけです。そこに船か、または流木等が橋脚

に挟まったりして逆流できないような状態になった場

合は、堤防を乗り越えて被害があったのだろうと、そ

うなった場合には、この川崎町も、それから田屋地区、

それから門前地区、いずれそういう地域の人たちのと

ころは大変だったのだろうなという思いはございます。 

 そこで、これは市のほうにはならないと思いますが、

県のほうに河川の堤防のもちろんかさ上げは必要です

が、河川敷内の流木等の処理、それから土砂等の処理

等を随時お願いしていくべきだと思いますので、その

考え方をお伺いいたします。 

 それから、２点目は、まちなか水族館でございます。

大変、市内の活性化を考えた場合、私はすばらしいこ

とを計画していただいたなという思いがあります。も

ちろんもぐらんぴあの再開を望みますし、また、市の

ほうの信用をどうにかお願いをして、以前のようなも

ぐらんぴあに復活していただければいいなという思い

があります。 

 そういうまでの間だとは思いますが、いずれこのま

ちなか水族館というのは駅周辺の一つの観光客を誘致

する一つの建物になるのではないかなという思いはあ

ります。 

 以前、私も何回も質問をした経緯はあるのですが、

やはり土風館、それから巽山公園、そして駅前周辺と

いうのは、これは大変重要なコースだと思っておりま

す。やはり、お客さんが来たときに土風館にお客さん

を泊めて、降ろして、そしてバスは駅前で待っている

と、そうすると、お客さんは巽山公園を歩いて新町方

面や二十八日町方面に来て、 後はその駅前にあるこ
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のまちなか水族館を見て帰っていただけるのだろうと

いう、こうすれば、私は大変この水族館はすばらしい

ものになるのではないのかなという思いはあります。 

 ただ、そういう中で一番重要なのは、駅前にＪＲの

部分なんですが、どうにかここに観光バス２台か３台

でも止めていただけるように、以前の議会でも質問し

た経緯はあるんですが、これは再度再度どうにかお願

いをしたいなという思いはあります。この件について、

その考え方についてお伺いしたいと思います。 

 それから、それにあわせてですが、７月から開店と

いうことですが、入館料、以前のもぐらんぴあは幾ら

だったのか、そして、今度開館するまちなか水族館の

入館料についてあわせてお願いをしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  防災にかかわる中で、湾口防

波堤について私からお答えをさせていただきます。 

 八重櫻議員ご指摘のとおり、さまざまな要素が重な

って、人的被害は少ないと言われる状況にあったわけ

であります。そうした中で湾口防波堤、あるいは諏訪

下の外防波堤、諏訪下防潮堤、河川堤防、それぞれが

果たした役割は大変大きいものがあったというふうに

思っております。 

 いろいろな映像を見ておりますと、不思議な点が幾

つか私は見つけることができました。久喜地区を襲っ

た津波は真っ黒な波であります。しかして、久慈湾に

流入してきた津波、一部青い状況、あるいは白波が立

っていて白い状況、通常津波は、そこから洗いながら

動いてまいりますから、海底の泥等を巻き上げて黒い

津波になると言われているのでありますが、久慈湾の

一部についてはそういう状況ではなかった。 

 これは、湾口防波堤が洋上に顔を出している部分は

確かにわずかではあるけれども、その下にはマウント

が築かれておって、そのマウントがもしかすればその

海底を巻き上げることを一部でもとどめることが、そ

ういった機能を果たしたのかなと、こういうふうに思

っております。したがって、私どもは、この湾口防波

堤の一日も早い完成にさらに力を入れていきたいと、

こう思っております。 

 ただ、残念なことに平成21年あたりまでは順調に予

算が伸びてまいりまして、大体年間40億円前後の予算

を計上できていたわけでありますが、22年、そして23

年、今年度、半減された状況にございます。こういっ

た状況が続きますと、完成目標年度は平成40年度とい

うことになっておりますけれども、さらに20年延びて

しまう可能性がある。平成60年度という懸念がされる

わけであります。 

 したがって、市民の皆さんの動きをも巻き込んだ形

で国、県等に、さらにこの早期完成を目指して努力し

ていかなければならない、このように思っております。

議会各位、議員おかれましても、どうぞこの点につい

て深いご理解を賜りながらお力沿いをいただきますこ

とを切に願うものであります。いずれ湾口防波堤は命

のとりでだ、このように申しております。一日も早い

完成に向けてさらに今後頑張ってまいりたいと思って

おります。 

○議長（宮澤憲司君）  下舘産業振興部長。 

○産業振興部長（下舘満吉君）  それでは、私のほう

からは、まちなか水族館の関係についてのご答弁を申

し上げたいと思います。 

 水族館の概要につきましては、先ほど市長のほうか

らご答弁を申し上げました。そしてまた、議員のほう

からは、いわゆる中心市街地の活性化という拠点の一

つとして大変良いことだし、頑張っていくべきだと、

こういうご提言もいただきました。そういった意味で、

その中にあっていわゆる駅前にバスの駐車スペースと

いう部分を設けれるような形での考えをしたほうがい

いのではないかと、こういうことでございます。 

 おっしゃられるように、やはりそういった場面があ

ることによって、観光客等も立ち寄っていただける、

あるいは水族館の活性化にもつながると、こういうふ

うにも思います。 

 ただ、現状そういうスペースについてのある、なし

のことも含めて、あるいはＪＲさんとの関係もござい

ますので、その辺につきましては、今後どういう形が

いいものか、ＪＲ側とも一応そういう形での交渉、あ

るいは相談はさせていただきたいと、このように思っ

ております。 

 あと、入場料についてでありますけれども、これま

でのもぐらんぴあの入場料につきましては、大人が

700円、そして、高校生が500円、小中学生が300円と

いう料金でございました。ただし、今回のまちなか水

族館につきましては、入館料は無料ということで進め

ていくという方向になってございます。 
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 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  私からは、河川堤防にかか

わっての河川敷内の流木等の清掃といいますか、撤去

といいますか、そういうことについてご答弁を申し上

げたいと思います。 

 今回の津波の遡上でかなり大きなごみとか、それか

ら流木、こういったものが散乱したわけでありますけ

ども、河川管理者である岩手県において、その撤去等

について急いでそういった作業を進めていっていただ

きまして、今回の遡上のあった中の橋、あるいは長内

橋付近、こういったところの状況についてはすべて終

わっているところであります。 

 低水路、これは水が流れている部分なわけでありま

すけど、低水路にたまるそういった土砂等々、それか

ら、高水敷、これはいわゆる河川公園として使ってい

るような部分でありますけども、こういった高水敷、

こういったところへそういった異物等々が常時ある、

そういうふうな場合には、市のほうとも、いろいろ県

のほうと協力をしながら、また、県のほうにお願いを

しながら市も撤去についてやってきたわけであります。 

 今のところ河川のほうでは、川の水が流れる、上か

ら流れてくる部分についての流量といいますか、そう

いった分については、今の状況で支障はないというふ

うな判断をされているようであります。いずれ私ども

とすれば、河川の土砂がたまっている状況といいます

か、こういったものが謙虚に見られるようなそういっ

た状況になってきた場合には、県のほうにもそれぞれ

お願いを申し上げて、河川敷内の撤去について強くま

た要請をしてまいりたいというふうに考えております。 

 いずれこういった災害がいつ来るかというものはわ

からないわけでありますけれども、そういった備えを

してまいりたいというふうに捉まえておりますので、

未定区間もあわせて、これも早くつないでもらうよう

な状況をつくっていきたいというふうに捉えておりま

す。今後とも県のほうと協調しながら事業の展開を進

めてまいりたいというふうに考えております。 

 以上であります。 

○議長（宮澤憲司君）  24番八重櫻友夫君。 

○24番（八重櫻友夫君）  再度お伺いします。河川堤

防につきましては、ただいま湾口防波堤の関係、それ

から久慈川、長内川の関係等についてはお聞きいたし

ました。いずれ、けさの地震を感じまして皆さん方も

同じだと思いますが、何回かビデオというか、それを

見させていただきまして、あのように波が寄ってくる

あのすごさというのを感じたところです。 

 これは一瞬、けさの地震でも頭をよぎったところで

ございますので、いずれ私自身もそうですが、当局側

のほうも緊張感を持ってひとつその対応に努めていた

だきたいなという思いがあります。 

 私は避難訓練について、これから登壇する方がおり

ますので、それで重複するのであれば答弁は結構です

が、避難訓練、大事な中で、この３つの中での避難訓

練ですが、場所の確認、そして、その場所が本当に適

しているのか、そしてまた、電気・水道・ガス等きち

んと整備されているのか、これをきちんと確認、チェ

ックをしておいていただきたいという思いはあります。 

 やはり、暖かいときにもあるし、また、冬寒いとき

にも避難することもあるかもわかりません。そういう

意味で本当に適している場所であるかを再チェックし

ていただきたい、これは後ほど登壇者がありますので、

その関係でだめでしたら答弁は結構でございます。 

 それから、まちなか水族館、無料ということでした。

本当に助かるなという思いであります。きっと夏休み

には子供たちは楽しみにして見学させていただくよう

になると思います。 

 やはり、そういう中で答弁にもいただきましたが、

ＪＲとの交渉でどうにかバスの駐車場を、もしくは空

き店舗で空いている場所等があったら、観光バスを自

由に停めていただけるような場所を確保していただき

たいという思いがありますので、ひとつ再度答弁をお

願いしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  避難所における備品等に

つきましては、昨日、中平議員のご質問にもお答えい

たしました。いずれこれにつきましては、一昨年等か

らワークショップ等を行いまして、避難所の適正化、

それから避難路等の 適化に努めているところでござ

いますけれども、昨日申し上げましたとおり、避難所

の実態調査、これは５月の14日から18日まで現実にや

って、今その再検討中でございます。 

 それらに加えまして、いずれワークショップとか、

それから、大学等の協力を得ながら、いずれ備品とか、
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それから避難場所、避難路、これについても 適化に

さらに努めてまいる所存でございます。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  下舘産業振興部長。 

○産業振興部長（下舘満吉君）  それでは、駐車場に

ついての再度のご質問にお答えをいたします。 

 議員もお話のとおりであります。ＪＲさんのほうと、

その辺についてのスペース等も含めて協議の部分は実

施してみたいと思います。加えて、議員もご承知かと

思いますけども、いわゆる久慈駅の近くに民間の空き

地もできております。そういった部分もあるようです

ので、駐車場としての活用もされております。そうい

った部分でもしかしたらそちらのほうも活用できるの

か、そういった部分についても検討をしてまいりたい

と、このように思っております。 

○議長（宮澤憲司君）  25番髙屋敷英則君。 

○25番（髙屋敷英則君）  まず、このたびの３・11大

震災におかれまして、当局、不眠不休の活動をなされ

たわけでございまして、心から感謝を申し上げたいと

いうふうに思います。 

 私は、海を知らない山岳地帯で生まれ育ってきたわ

けでございまして、今回の震災その被害を逐一このよ

うな場で明らかにされているわけでございますが、大

変その実態を知るにつけても言葉もないという、そう

いう思いできのうから皆様方の議論を聞いてきたわけ

でございます。 

 本当に言葉も出ない大変な被害の状況なわけでござ

いまして、それだけに軽々しく今回の災害について口

出しをする、口を滑らせるというようなことは、これ

はできないなと、そのような思いがいっぱいあるわけ

でございます。 

 したがって、それだけにこれからの当局の、国を挙

げての、県を挙げての、自治体を挙げてのいろいろな

その対策、復旧活動、そういうものがやられるわけで

ございますけれども、当局の一層の活動を祈念をして

おるところでございます。 

 本当に、私は何もできなかった。実際に言葉もなく、

やることは、ただ言葉もかけない、被災地へ行ってた

だただボランティアをする、それしかできなかったわ

けでございまして、非常に自分の無力というものを今

回痛いほど痛感をいたしました。それだけにこの議場

の中にも恐らく多くの被災された方々もいるわけでご

ざいます。本当に心からお見舞いを申し上げたいとい

うふうに思います。 

 それでは、２点ほど畑中議員の質問に関連をしてご

質問を申し上げたいと思うのですが、まず第１点目は、

都市との交流というそこの点に関してのことでござい

ます。放射線の測定器が３カ所ぐらい予定をされてい

る。しかし、現在その設置場所はまだ未定である。測

定器も購入していないという状況であるわけでござい

ますけれども、噂されているところによりますと、過

日首都圏の大地を守る会という消費者団体、これは会

員が９万人ほどいるわけでございますけれども、その

団体が独自で久慈の放射能の測定を行ったというよう

なお話が聞こえてくるわけでございますが、その測定

を行った経緯と、その結果について当局がどのように

把握しているのかお伺いをしたいというふうに思いま

す。 

 それから、２点目は、年末年始の雪害による山林の

倒木、先ほど市長の答弁をいただきました。今回の年

末年始の雪害については、いろいろな補助事業等があ

るので、それをそれぞれが利用活用をしながら山林所

有者が自分で処理をしてほしいというような、そうい

うような趣旨の答弁があったわけでございます。 

 その雪害があってから今半年ほど経っているわけで

ございますが、今日の山林の倒木の実態というものは、

これは大変な、これも悲惨という一語に尽きるような

状況でございまして、山林の所有者の中からも、「も

うこのまま何もできないな。このまま黙って放置して

おくしかないな」というような声が聞こえているよう

な状況でございます。 

 したがいまして、いろいろなそういう補助事業とか、

そういうものがあるのだから、それを利用してほしい

という当局の考えもわかりますけれども、実際はその

先ほど答弁にあったような補助事業等がどれぐらい活

用されているのか、利用されているのか、その辺のと

ころをもう少し具体的にお伺いをしたいというふうに

思います。 

○議長（宮澤憲司君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  ２点ご質問をいただき

ました。お答えを申し上げたいと思います。 

 まず、都市交流にかかわって、民間団体がどのよう

な経緯で放射線物質を測定したか。また、その結果は

どうだったかという１点目のご質問にお答えを申し上
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げたいと思います。 

 これは、先ほど都市交流において旧山形時代から推

進してきた民間団体があるわけでございますけども、

この民間団体は、安全・安心な農林水産物を提供した

い、そのような思いで福島原発の影響がどのくらいあ

るのかなと、そういう思いの中で４月に久慈市内の公

共牧場から牧草をサンプリングして測定したと、その

ように伺っているものでございまして、その結果は、

ある一定の基準値、放牧に係る基準値は5,000ベクレ

ルでございますけども、食品安全上の基準値が300ベ

クレルという基準値がございます。それを超過してい

たと、そのように伺っているものでございまして、こ

れを受けて、県が５月13日に同じ場所においてサンプ

リングした結果は、著しく数字が落ちていて、基準内

だったと、そのような経過をたどっているものでござ

います。 

 あと、雪害木についてのご質問にお答えをいたした

いと思いますが、まずこれについては、市長のほうか

ら答弁申し上げているとおり、保険、そして補助事業

を活用していただきたい、私もそう申し上げていると

ころでございまして、ではどのくらい活用できるのか

なということになりますと、私有林の22年度の森林国

営保険の新規契約面積が約1,400ヘクタールとなって

ございます。これが国庫補助事業を活用できる面積で

はないか、そのように捉えているものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  大地を守る会の独自調査につ

いて、一定の数字を今、村上農林水産部長のほうから

お話したわけでありますけれども、この放射線量を測

定する際には、私どもが聞いているところによります

と、一定の高さ等々を、計測のための統一性を図るた

めの基準があると聞いています。 

 このたびの独自の調査が果たしてそのとおりの手法

に基づいて行われたかどうかについては、そうではな

いような形で行われたと聞いております。 

 ただ、その後に県においてしっかりとした基準等に

基づいて調査した結果、基準値内であると、こういう

ことが判明をいたしておりますので、この点、調査方

法、地点、高さ、それからサンプル量だとか、さまざ

まな違いがあるだけでも相当な数字の動きがあるとい

うことでございます。そのことについてはご理解をい

ただきたいと思います。 

○議長（宮澤憲司君）  25番髙屋敷英則君。 

○25番（髙屋敷英則君）  その測定値のことでござい

ますけれども、それはその器具によっても全然測定の

誤差が大きく出るというようなこともあるようでござ

いますし、また、測定の仕方というものあるようでご

ざいます。 

 私は、測定の結果がどうのこうのというような意味

でこのご質問を申し上げているわけではないわけでご

ざいまして、実は、今、市がこの測定器を買う補正予

算を出しているわけです。これから買って、どこに測

定器をつけるか、それはまだ決まっていないという、

そういうことで、この放射線の放射能に関する市の対

応、そういうものが一般的には別に遅いとも思わない

というふうな考えでございますけれども、私は、この

大地を守る会というのは、食の安全とか安心とか、そ

ういうものを標榜してつくられている９万人も会員が

いる、そういう団体でございます。そういう団体にと

ってみると、命にかかわる問題なんです。放射線、放

射能の問題というのは。ですから、市が急いでそうい

う測定をしない、あるいは測定をする行動を示さない

ということに対して一つのアクションをみずから起こ

すというのは、これは当然あり得ることだというふう

に思っております。 

 したがって、そういう市の放射能に関する考え方が

もう少し前向きであればという思いであれば、また恐

らく抜き打ちでそういう調査を単独でやる、そういう

ことだって考えられるわけでございます。 

 しかし、そのこと自体は団体が自分で独自に調査を

やるということは、これは取り立てて何が問題だとい

うことではございませんけれども、この大地を守る会

がいわゆるその会と市と農協と出資をしている山形に

総合農舎というような会社があるわけでございますけ

れども、今その会社で働いている方々が、この農舎が

いつまで続くんだろうと、あと３年続くだろうかと、

そういうような現実の不安を働いている方々が全員思

っているんです。 

 これは一体何だろうなと思って、私もいろいろとあ

ちこち聞いてみたわけでございますが、この大地を守

る会というのは、昭和56年から山形村にまいりまして、

産直の交流を始めたのは58年でございます。今から25

年以上前のことでございますけれども、自治体とお互
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いに信頼関係、今回の震災できずなという言葉がいろ

いろと脚光を浴びておりますけれども、深い信頼のも

とに強いきずなで結ばれてきたわけでございます。 

 その強いきずな、信頼関係というものが、ここへ来

て損なわれているのではないかなと。先ほど市長の答

弁の中では、この産直は順調にいっていると、何も問

題がないというような答弁でございましたけれども、

私は、本当にそうなのかなと、働いている職員の皆さ

んが、もしかすると大地の会がこの経営から手を引い

てしまうのではないかなという現実に不安を感じてい

るという、そういう状況。 

 私が見る限りにおいては、その担当者である市の職

員の方は一生懸命頑張っています。この産直交流に関

しては。本当に一生懸命従前来村時代と同じように一

生懸命頑張っている。ところが、市と大地の会との心

の距離が少しずつ広がってきているんじゃないかなと、

そういうような懸念を抱いているわけでございます。 

 したがって、私はもう少し産直、これは市にとって

は、大地の会というのは産直の一つのシンボルである

わけでございます。やはり担当者だけではなくて、市

長みずからがもう少しこの大地の会との強いきずなを

再確認をする。そして、これからも共に歩んでいこう

というような、そういう信頼をもう一度築き上げてい

くべきではないのかなと、そういうような思いを普段

から抱いているわけでございます。 

 したがいまして、そういう心配を私は懸念をしてい

るわけでございます。実際に臨時の職員だけではなく

て、正職員すらもそのようないつまで続くのかな、あ

と３年かなというようなそのようなことを現に考えて

いるような状況でございますので、再度この都市との

交流、そのシンボルである大地とのきずな、そこの点

についてもう一度いろいろな角度から検討をしてみる

余地があるのではないかというふうに思うわけでござ

いまして、その点についての答弁をお願いしたいとい

うふうに思います。 

○議長（宮澤憲司君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  議員から「きずなが薄れてい

る」だとか、それから、「大地を守る会が総合農舎山

形村から手を引く」というようなことを指摘されまし

たが、その根拠については、私は一切持ち得ません。 

 年に２回少なくても役員会等を開いております。そ

うした中で総合農舎山形村としての今後の経営方針、

具体的な事業展開、これらについても意見を交わし、

方向性を出している、こういう状況にあります。 

 そうした際に、大地を守る会の代表でもあります総

合農舎山形村の藤田社長、彼からも撤退をしなければ

ならないというようなことの示唆すら聞いたことがご

ざいません。したがって、きずなが薄れているという

ところの根拠は何なのか。 

 そしてまた、二、三年後には総合農舎山形村から大

地を守る会が撤退をするのだというところの根拠は何

なのか、むしろご教示いただきたいところであります。 

 また逆に、その根拠が単なる噂に基づくということ

であるならば、そういった発言が続く、あるいは伝播

をしていく、このことによって従業員、あるいは総合

農舎山形村の現地責任者、これらがその事業に対する

意欲を失っていくということにもつながりかねないと

私はむしろ思っております。 近の言葉で言えば風評

被害でありましょうか。 

 私どもはこれまでもそうであったように、これから

も総合農舎存続を考えていきたいし、事業改善を行っ

ていきたいし、同時に大地を守る会とのきずなを強固

なものにつなぎ続けていきたいと、このように考えて

おります。 

○議長（宮澤憲司君）  25番髙屋敷英則君。 

○25番（髙屋敷英則君）  今おっしゃるように、その

ような形で進んでいってもらえば大変ありがたいこと

だなと、私の懸念も解消されるわけでございますので。

ただ、３年で撤退をすると私は断言したわけではない。

そういう、するのではないかというふうなことで不安

を感じている職員の皆さんがいるということです、現

実に。 

 そういうことをお話を申し上げたわけでございまし

て、市長が言うように、さらにこれからも一緒にきず

なを深めて頑張っていく、そのような姿が望ましいと、

私の不安が、危惧が本当にそういう風潮に惑わされた、

あるいは風潮によるものだということであれば、それ

はそれで幸いな結果だというふうに思っております。

特に答弁は要りません。 

○議長（宮澤憲司君）  この際、昼食のため休憩をい

たします。再開は午後１時といたします。 

    午前11時42分   休憩   

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

    午後１時00分   再開   
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○議長（宮澤憲司君）  休憩前に引き続き会議を開き

ます。 

 一般質問を継続します。 

 次に、民主党、小倉建一君。 

    〔民主党小倉建一君登壇〕 

○９番（小倉建一君）  民主党の小倉建一でございま

す。まず初めに、このたびの東日本大地震と津波によ

る大災害に際しまして、被災された皆様に心よりお見

舞い申し上げます。 

 また、被災で亡くなられたご遺族の方々に衷心より

お悔やみ申し上げます。 

 それでは、第28回久慈市議会定例会に当たり、久慈

市政の諸課題について、市長並びに教育長に対し一般

質問を行います。既に登壇された質問者と重複する項

目がございますが、割愛せずに通告に従って質問いた

します。 

 初の東日本大震災については４点にわたってお伺

いします。 

 まず１点目として、マグニチュード9.0という大地

震により、千年に一度とも言われる今回の大津波であ

りましたが、この大震災時の久慈市としての対応は適

切であったか、今後の課題はどのように検証している

のかお伺いしたいと思います。 

 ２点目は、防災無線についてお伺いします。今回の

大震災時も、市民のほとんどが防災無線を聞いて避難

したのではと思っておりますが、市内全域において問

題なく機能したのかについてお伺いします。 

 ３点目は、この３月に策定した久慈市総合計画につ

いて、大震災の影響及び復興計画に伴い後期基本計画

に変更はないのか確認させていただきます。 

 ４点目として、福島第一原発の現状を踏まえ、当市

でも放射線量測定器を導入すべきと思っております。

市としての考え方についてお示し願います。 

 質問項目の２番目として、都市交流についてお伺い

します。県内各市でも国内の市町村と姉妹都市交流な

どにより、災害時の相互援助、特産品の販売協力など

を積極的に進めております。当市の交流の現状と今後

の推進策についてお示し願います。 

 次に、夢ネット事業についてお伺いします。合併特

例債を活用したこの事業は、合併時の基幹事業、目玉

事業として大々的構想により進められました。しかし、

その後中断するなどの判断があり、その後の進め方が

どのようになっているのかわからないような状況にも

あります。もし、現在も取り組んでいるのであれば、

その状況について具体的にお示し願います。 

 次に、市内の雇用状況についてお伺いします。大津

波により水産関係工場などが壊滅的被害を受けるなど、

雇用問題がさらに悪化しているのではと見ております。

震災後の市内の雇用状況についてお示し願います。 

 質問項目の５番目は、大津波により被災した市内企

業にかかわってお伺いします。市内の雇用を大きく支

えてきた企業であります。市としてできる限りの支援

をすべきだと考えておりますが、再建・再開に向けた

市の取り組み支援状況についてお示し願います。 

 次に、企業誘致についてお伺いします。これまでの

企業誘致の推進と震災後の企業誘致推進とは、国の復

興施策などにより変わって当然だと思っておりますし、

復興特区などの設定も予定されております。当市の震

災後の企業誘致の取り組み状況についてお示し願いま

す。 

 次に、自然エネルギーについてお伺いします。山内

市長は、自然エネルギーを活用したまちづくり構想を

ビジョンに掲げており、新聞紙上等で報道されており

ます。市長の考える構想について、その内容を具体的

にお示し願います。 

 質問項目の８番目として、災害に強いまちづくりに

ついてお伺いします。市長は当市を防災モデル地区と

して、他地区の先駆けをすべくビジョンを掲げており

ますが、市長の考える構想について具体的にお示し願

います。 

 次の質問項目９番、10番については教育長からお伺

いします。 

 まず、次期岩手国体の開催にかかわってお伺いしま

す。震災影響による延期、縮小開催などいろいろな意

見が出ております。久慈市としての岩手国体開催の考

え方、そして、県及び他市町村の動向についてお示し

願います。 

 次の新市営野球場の整備計画については、整備に向

けた現在の取り組み状況についてお伺いします。 

 以上、登壇しての私の質問を終わります。 

○議長（宮澤憲司君）  山内市長。 

    〔市長山内隆文君登壇〕 

○市長（山内隆文君）  民主党、小倉建一議員のご質

問にお答えをいたします。 
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 初に、東日本大震災についてお答えをいたします。 

 まず、震災への対応・課題についてでありますが、

発生時の初動体制も含め、対策本部員の会議等を重ね、

課題について迅速に対処してきたところであり、被害

状況等については、岩手大学等関係機関の協力を得て

検証を進めているところであります。今後につきまし

ては、その課題を明確化し、その対応策について鋭意

検討を進めてまたいと考えております。 

 次に、防災無線についてでありますが、震災時には

津波により、屋外子局設備が倒壊５カ所、損壊等３カ

所被害があり、また、停電等によりまして、屋外子局

整備の電源の確保について懸念が生じたところであり

ます。 

 市では、倒壊した屋外子局設備につきましては、他

の地域のご理解をいただき、緊急的に屋外子局設備を

仮設的に移設したところであり、また、電源の確保に

つきましてはバッテリーの交換等を行い、弾力的に、

かつ迅速に対処いたしたところであります。 

 次に、久慈市総合計画についてであります。現在策

定中の久慈市復興計画に掲げる基本理念・施策・事業

等は、久慈市総合計画と連動する計画として位置づけ

ておりますことから、後期基本計画の変更は考えてい

ないところであります。 

 なお、復興計画に掲げる事業は、今後の市政運営に

大きく影響することから、実施計画段階での一元的な

管理を行ってまいりたいと考えております。 

 次に、放射線量測定器の導入についてでありますが、

昨日の新政会代表、中平議員ほかにお答えいたしまし

たとおり、測定機器の導入のための補正予算を本定例

会に提出しているところであります。 

 次に、都市交流についてお答えをいたします。 

 久慈市総合計画後期基本計画の中でも交流と連携の

推進を主要施策に位置づけ、内外の交流促進、交流人

口の拡大、連携の推進により当市の地域振興に鋭意努

力しているところであります。 

 国内都市との交流の現状についてでありますが、首

都圏及び仙台市を中心とした教育旅行の受け入れや、

学習院が主催するオール学習院の集いでの特産品販売

と野外体験活動のＰＲ、東京都小金井市での特産新販

売と自然体験キャンプのＰＲ、首都圏の消費団体であ

ります大地を守る会との短角牛を中心とした産直交流

など、毎年継続して実施しているところであります。 

 今後の推進策といたしましては、市の豊富な地域資

源のさらなる活用と他の分野での内外の交流も検討す

るなど、関係機関と連携しながら都市との交流を図り、

久慈市の発展に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、夢ネット事業についてお答えをいたします。 

 これまで、公共施設間を光ケーブルでネットワーク

化し、インターネットによる行政情報の発信や各種ア

プリケーションにより住民の利便性向上を図ってまい

りましたほか、芯線開放によりまして、13地域の携帯

電話不感地域の解消及び４地域の地上デジタル放送の

難視聴の解消を行ってきたところであります。 

 今年度におきましても、その芯線開放によりまして、

山形町岡堀地区及び国道281号、これは川井明神間を

想定してございますが、この２カ所の携帯電話基地局

の整備と、山根町芫の木地区及び山根町保礼羅地区の

２カ所の地上デジタル放送の難視聴解消を図ることと

しており、今後も夢ネットの効果的な利用について推

進をしてまいりたいと考えております。 

 次に、雇用状況についてお答えをいたします。 

 震災後の市内の雇用状況についてでありますが、当

地域の４月の有効求人倍率は0.23となっておりますが、

前年の同月と比較をいたしますと0.03ポイントの増と

なっているところであります。これは、震災により離

職者数は増加しているものの、がれき撤去などの臨時

の求人が生じたことにより、結果として、震災の影響

が有効求人倍率にあらわれなかったためであると捉え

ております。 

 市といたしましても、現在つなぎ雇用として、国の

雇用対策基金事業を活用した緊急雇用創出事業を実施

しているところであり、あわせまして、国、県等の助

成制度の活用を促しながら、事業所の復興による雇用

の回復に取り組んでまいる、このように考えておりま

す。 

 次に、被災企業支援についてお答えをいたします。 

 被災企業の再建・再開に向けた市の取り組み支援状

況についてでありますが、震災後、市が新たに制度化

をいたしました利子・保証料の補給のほかに、独立行

政法人中小企業基盤整備機構が行います仮設店舗、仮

設工場の整備に係る被災企業との調整などを行ってい

るところであります。 

 また、国、県の助成制度であります中小企業等のグ

ループに対する支援を行う中小企業等復旧・復興支援
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補助の活用促進や、県と市とで助成を行う中小企業被

災資産修繕事業補助の制度化についても進めていると

ころであり、こうした助成制度の活用促進により被災

企業の再建・再開への支援を行ってまいりたいと考え

ております。 

 次に、震災後の企業誘致の取り組み状況についてお

答えをいたします。 

 企業の誘致は、当市の 重要課題の一つである雇用

の場の創出・確保に対する有効な対策であり、市長に

就任以来、積極的に取り組んできたところであります。 

 しかしながら、今般の東日本大震災の発災後は、市

といたしましては、まず、既存立地企業のフォローア

ップが重要であるとの認識に立ち、被害状況の把握を

行うとともに、復旧・復興に向けた課題の抽出と解決

策の提示、再建支援策に係る情報の収集と提供に努め

てきたところであります。 

 徐々にではございますが、国、県等の支援策の活用

についても道筋が立ち、操業を一部開始した企業や久

慈地区拠点工業団地への進出を決定した企業もあるな

ど、再建への準備が整いつつあると捉えております。 

 なお、今後につきましても、被災企業の復興状況を

見守りつつ、新たな企業の誘致に向けて、引き続き精

力的に取り組んでいく考えであります。 

 次に、自然エネルギーについてお答えをいたします。 

 東京電力福島第一原子力発電所の事故を受け、これ

までのエネルギー政策の中心を占めてきた化石燃料や

原子力発電の双方に依存し過ぎないエネルギー政策の

転換が必要であると認識いたしており、国においても

その検討を進めていると伺っております。 

 現在、国及び県が進めている復興ビジョンにおいて

も再生可能エネルギーである自然エネルギーの拠点と

して、東北地方または岩手県沿岸をそれぞれ位置づけ

るとしており、当市の復興ビジョンにも自然エネル

ギーへの取り組みを復興計画の大きな柱に掲げている

ところであります。 

 今後、太陽光発電、風力発電、ＬＮＧなどの火力発

電、バイオマス発電などさまざまな取り組み、研究を

進めながら、久慈市が自然エネルギーの活用及び供給

拠点としての一翼を担えるよう、国、県と連携して取

り組みを進めてまいりたいと考えております。 

 次に、災害に強いまちづくりについてでありますが、

昨日の政和会代表、大沢議員にお答えいたしましたと

おり、今回の東日本大震災におきましても、湾口防波

堤、防潮堤、河川堤防などの防災施設や日ごろの防災

意識の醸成活動に効果があったものと認識いたしてお

ります。 

 今後、避難形態や被災状況等をしっかりと検証をし

た上で、必要な防災施設等の整備を推進してまいりた

いと考えておりますが、ハード面のみの整備ではおの

ずと限界がありますことから、これらの整備に加え、

防災教育等のソフト対策が重要であると認識をいたし

ておりまして、ハード・ソフト両面を織りまぜた対策

を講じ、災害に強いまちづくりを進めてまいりたいと

考えております。 

 以上で、民主党、小倉建一議員に対する私からの答

弁を終わります。 

○議長（宮澤憲司君）  亀田教育長。 

    〔教育長亀田公明君登壇〕 

○教育長（亀田公明君）  民主党、小倉建一議員のご

質問にお答えをいたします。 

 初に、震災影響による岩手国体開催の市の考え方

でありますが、昨日の政和会代表、大沢議員ほかにお

答えいたしましたとおり、さまざまな方途を講ずるな

どしながら開催すべきと考えております。 

 また、県及び他市町村の動向でありますが、県では

規模を縮小した開催や施設整備の基準緩和などについ

て、日本体育協会等と協議中であると伺っております。 

 他市町村の動向につきましては、岩手県市長会にお

いて、復興の一つの目標として、平成28年に岩手国体

を開催するよう県に対して要望したと伺っております。 

 後に、新市営野球場の整備に向けた取り組み状況

についてでありますが、昨日の政和会代表、大沢議員

ほかにお答えいたしましたとおり、現在、建設候補地

の地権者への意向打診等を進めているところであり、

関係部局等との連携を図りながら、仮設ではなく本設

の市営野球場の建設を目指してまいりたいと考えてお

ります。 

 以上で、民主党、小倉建一議員に対する私からの答

弁を終わります。 

○議長（宮澤憲司君）  再質問を許します。 

○９番（小倉建一君）  それでは、何点かにわたって

再質問させていただきます。 

 まず、東日本大震災にかかわってでありますが、対

応課題ということでは十分に対処してきて、今後課題
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については検討をしていきたいと、こういうことであ

りました。 

 そこで、これからも検証等が必要になる部分もある

かと思いますが、この大震災に係る被害状況、あるい

は市としての対応、検証等につきまして、記録として

残しておくべきだなと、このように思っておりますが、

そういう記録集などを作成する考えについてお伺いし

たいと思います。 

 もう一点、震災対応におきまして、元国土交通省職

員でもあり、神戸大震災等でも担当して、こういう災

害等を事務職員として経験しております現在衆議院議

員の予算委員会、あるいは国土交通委員会、災害対策

特別委員会、震災復興特別委員会の委員といういわゆ

る重要ポストにもついております地元選出の畑浩治衆

議院議員をもっと活用すべきではないかと、こういう

ふうに私は見ております。 

 本人も地元のためにということで立候補したわけで

すし、もっともっと働きたいというふうに思っている

と思っております。市長の見解、考え方をお伺いした

いと思います。 

 次に、久慈市総合計画では連動して位置づけて一元

的な管理をしていくと、こういうことで頑張ってほし

いと思っておりますが、現在、策定に向け準備中であ

ります復興計画でありますが、当然市民の考えもとい

うことでありますし、市職員の英知を結集しながら市

の総合計画後期基本計画がさらに厚みを増すような取

り組みをすべきだと思っております。この辺の市民、

市職員の英知を結集してというこの力強いやり方、考

え方を市長はどう考えていくのかお伺いしたいと思い

ます。 

 次に、都市交流にかかわってでありますが、いろい

ろ交流しているわけでして、首都圏、あるいは仙台圏

等、あるいは小金井市の話も出ましたが、今後さらに、

国外では姉妹都市交流をやっているわけですが、国内

の姉妹都市交流の計画を進めていくのかどうか、そう

いうことについても具体的にお示し願いたいと思いま

す。 

 次に、雇用状況につきましては、緊急雇用でかなり

臨時対応の部分で前年よりも状況がいいなというよう

なところのようですが、そこで、市の緊急雇用対策と

いうことで、いろいろ方法があって、賃金で直接払う、

あるいは市の臨時職員として雇用する、あるいは委託

料でというのもありましたが、この委託料でやる場合、

雇用対策についての契約をする場合、契約書を取り交

わしているのかどうかお伺いしたいと思います。 

 次に、被災企業支援についてでありますが、再建・

再開に向けては、国、県の支援を期待しながら、その

後に市独自の支援も考えていきたいということなわけ

ですが、私が今一番心配しておりますのは、八戸缶詰

でありますが、５月12日に市長が八戸に出向いて、県

の幹部と強く残ってもらうように、再建するように働

きかけてきたということであります。 

 この八戸缶詰も何十年も前から誘致企業として、か

なりの部分で久慈市に貢献しております。さらに何と

しても考えが変わらないように、市長独自でも訪問し

て強く要請してほしいと思っておりますが、その考え

と、またもう一つは、市独自の支援策もさらに手厚く

すべきではないかと、このように思っております。何

百人というこれまでも雇用が続いてきております。何

とか八戸缶詰を残してもらう努力をしてもらいたいと、

こういうことでございます。 

 それと、誘致企業でありますが、今、自然エネル

ギーという話が大分進んでおりまして、これに関連し

た企業の誘致が震災対応が終わってからでは遅いわけ

でありまして、並行して今からやっていかなければな

らないかなということで、この自然エネルギーに関連

した企業の誘致を早々積極的に進めるという考えはな

いのかお伺いしたいと思います。 

 もう一つは、平沢に決定した企業というのは、答弁

が先ほどありましたが、特に問題ないのであれば、ど

ういう企業でどういうふうな進め方をしているかお伺

いしたいと思います。 

 もう一つは、自然エネルギーで、市長がいろいろ構

想があるわけですが、できれば夢のようなことでもい

いかと思いますが、図面におろしたこういう久慈市の

自然エネルギーを活用したまちづくりを進めるよとい

うようなのを市民にも広報をしながら積極的に進めて

もらいたいと思っておりますが、その辺の考えについ

てお伺いします。 

 もう一つは、ちょっと長くなりますが、国体の関係

で規模縮小という言葉がよく使われますが、規模縮小

とはどういうことかをお伺いしたいと思います。 

 後に野球場ですが、地権者の意向を今調査中とい

うこともありますし、建設をしていくということで大
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変喜んでおりますが、３月の議会の答弁では、建設見

通しを見極め、基本設計、用地測量等の予算措置を議

会に図りたいということでありました。大震災の影響

もあって少々遅れるかもわかりませんが、今後の具体

的なスケジュールについてお伺いしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  私からは、畑衆議院議員にか

かわることと、それから、㈱ハチカンについて述べさ

せていただきます。 

 衆議院議員を活用という気持ちはないんでございま

して、ともどもに持っている権限、発信力、提言力、

こういったものをお互いに補完しながら当地域のみな

らず、被災地域、あるいは日本全体の活力を引き出す

ためにご尽力をいただきたいと、こう思っております。 

 たしか畑衆議院議員が市役所に来られたのが３月の

13日か14日でありました。そのときに、その前に来ら

れた自民党の大島副総裁に申し上げた内容について、

昨日この場でお伝えしたところでありますが、同様の

ことを畑衆議院議員にもお伝えをいたしたところであ

ります。それについて直ちにわかった、わからないと

いうお話ではなくて、ただうなずいて聞いておられま

した。 

 ただ、その後折に触れて国会でのご質問や、そうい

った場面場面を拝見をしていますと、ほぼ私が申し上

げたことに沿ってご発言をいただいていると、このよ

うに考えております。 

 ただ、大変お忙しい方でありますから、これは致し

方のないことなのかもしれませんが、願わくばこの現

地に、つまり久慈市に若干なりともとどまっていただ

きながら、その後の対応等についても意見を交わす機

会があらかじと願っております。 

 もちろん市長会等で上京した折には、その都度その

都度お会いする段取りをとっていただいたりはいたし

ておりますけれども、やはりこの現地において肌で感

じながら、私どもの願いといったものをお聞き届けい

ただければ、さらに効果は高いのかなと、このように

思っております。どうぞ小倉議員もその一翼伝える役

目を担っていただけたらと、このように思っておりま

す。 

 それからハチカンについてでありますけれども、ご

指摘のとおり、当地域の水産業のみならず、経済全体

に大きな影響を与えていただきました。いい効果を発

現いただいていると思っております。私とすれば、ぜ

ひとも存続して操業を続けていただきたいと、こうい

う思いであります。 

 実は、野田会長は、当市役所にも来ておられまして、

そのときもいろいろと意見を交わさせていただきまし

た。その際に、ご承知のとおり㈱ハチカン、片仮名の

ハチカンでございますけれども、これは株式会社八戸

缶詰と他の中央資本といいますか、そちらとの共同出

資の形をとっているわけでありまして、㈱ハチカンの

意思決定のためには、そういった資本形成している総

体の意思決定がなければならない、理解を得なければ

ならないと、こういった状況にもあるということであ

ります。 

 したがいまして、私どもとすれば、そういった状況

を踏まえて、適切なお願いをしてまいりたいと、また、

これまでもしてきたつもりでありますが、今後におい

てもそのような対応を続けながら何とか㈱ハチカンが

操業できるように努力してまいりたいと、このように

思っております。 

 また、野田会長は同時に株式会社八戸缶詰の重鎮で

もあられるわけであります。願わくばそういった形で

の展開もないものかどうか、このことについてもあわ

せ、ご要望という形でお伝えをしているところであり

ます。 

 ただ、その実現についてはまだ今模索中という段階

ではございますが、そのようなことも提案をさせてい

ただいたところでございます。 

○議長（宮澤憲司君）  大湊総合政策部長。 

○総合政策部長（大湊清信君）  私のほうからは、復

興計画にかかわる部分が相当数ございましたので、数

点にわたってご答弁申し上げたいと思います。 

 復興計画策定に当たりましては、旧来の姿に単に戻

すだけではなくて、より発展的なまちづくりに臨みま

しょうという視点を設けましたので、新たな視点によ

る新たなまちづくりという、こういう目標を定めてお

ります。こういう視点に立って復興計画をつくるとい

うことになっておりまして、その策定に当たりまして

は、職員みずから汗を流してこれを組み立てていくと

いう手法を取り入れさせていただいておりますので、

ここの部分で職員の英知が集まるというふうに承知し

ているところでございます。 
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 この中で、実際復興計画を進めていく上で５つのプ

ロジェクトを立ち上げておりまして、その５つのうち

の一つの中に、議員ご質問ございました、災害記録の

保存・検証、こういう項目があります。これはプロジ

ェクト４のところで災害に強いまちづくりという項目

で、それに対応していくというふうに組み立てをして

おりますので、ご了解いただきたいと思います。 

 また、これについては、さきの広報で動画とか写真

とかの募集等もしておりますし、それらの集積もあわ

せて私どものほうで努めてまいりたいというふうに考

えております。 

 それから、復興計画そのものについては、実は、今

後被災地のほうで被災された方々のアンケート調査を

行いましたが、それらのアンケート調査の結果をもち

ながら、被災された方々の意向をお伺いしようという

ことで、住民の皆様との懇談をする場を７月早々に６

回ほど設けております。これについてここに臨みまし

て、さまざまなご意見をちょうだいしたいというよう

に考えております。 

 また、被災地の方々だけではなくて、各種団体の皆

様のご意見、それから、市域全体の方々を対象にした

こういう意見交換という場もあわせて設けたいという

ふうに考えておりますので、それらの場で述べられた

意見については、ぜひ復興計画の中に取り入れてまい

りたいというふうに考えております。 

 それから、自然エネルギーの積極的な活用というこ

とでご提言いただきましたけども、これについてもプ

ロジェクト５の中で自然エネルギーに取り組むという

ことで、実はさまざまな夢を久慈市が国、あるいは世

界に向かって貢献できるようなプロジェクトに取り組

みたいというような意志を、意図を強くあらわしたい

ということでプロジェクト５で項目を設けさせていた

だいております。 

 これについては、従来の概念にとらわれないで、大

きな視点を持った可能性をさまざま検証しながら積極

的に挑戦してまいりたいというふうな意気込みをあら

わさせていただいておりますので、さまざまなエネル

ギーの活用について貢献ができるように何とか実現に

取り組みたいというふうに考えておりますので、この

点についてもぜひ力強いご支援をお願いしたいという

ふうに考えているところでございます。 

 以上、私のほうからは、総体的な復興計画の中での

対応について答弁をさせていただきました。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  下舘産業振興部長。 

○産業振興部長（下舘満吉君）  それでは、私のほう

からは都市交流についてと、緊急雇用創出事業につい

ての２点についてご答弁申し上げます。 

 まず、議員のほうから都市交流について、今後国内

の都市との姉妹提携なり交流という部分で考えはない

のかと、こういうご質問でございました。先ほど市長

のほうからもご答弁を申し上げましたけれども、るる

今現在も交流を行っている市もあります。団体もござ

います。そして、今後につきましても、いわゆるいろ

いろな交流の仕方というのもあるのだろうなと思って

おります。 

 先ほど他の分野での内外の交流というものも検討を

していくのだとご答弁申し上げました。例えばであり

ますけれども、スポーツ交流もあるでしょう、あるい

は当市の特産品販売の交流、あるいは闘牛なんかでの

おつき合いをしている市町村もございます。そういっ

たところでのお互いの物産の交流、そういったものも

あろうかと思います。 

 いろいろな分野で今後そういうおつき合いが出てい

く中で姉妹都市提携なるものに結びついていくようで

あれば、なお結構だと思いますし、あるいはそうでな

くても、そういう交流をどんどん深めて、さらにこの

久慈市がＰＲでき、あるいは経済的にもいろんな意味

で発展していくことが大事であるだろうと、こう思っ

ておりますので、るるそういう部分で努めていきたい

なと、このように考えております。 

 もう一つの緊急雇用の創出事業につきまして、いわ

ゆる直営部分と委託部分、委託部分についての契約は

なされているのかと、こういうことでございますけれ

ども、委託先との契約をしっかりとして委託をしてい

るという状況にございます。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  菊池産業開発担当部長。 

○産業開発担当部長（菊池修一君）  私のほうからは、

工業団地への進出企業についてお答えをいたします。 

 今般、久慈地区拠点工業団地に進出が決まった企業

でございますが、既に久慈市内の夏井のほうで操業し

ています室電子工業株式会社という会社でございます。

実は、今回の震災で床上浸水という被害を受けまして、
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社員は去ることながら取引先の関係もありまして、非

常に安心して操業できないというようなこともありま

して、せっかくの機会なので、ずっと検討をしていた

ことなのですが、これを機に安全な場所に移転すると

いうことでございます。 

 これにつきましては、既にきのうの夕方ですが、マ

スコミ等へもお知らせをして、あす市役所において立

地協定の調印式をとり行う予定となってございます。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  亀田教育長。 

○教育長（亀田公明君）  教育委員会のほう、私のほ

うに二つのご質問をいただきましたが、私のほうから

は、市営野球場の件についてお答えを申し上げたいと

いうふうに思います。 

 新しい野球場の建設、これについては３月定例議会

等でも答えてまいりましたとおり、現在の野球場が仮

設でありますから、いずれ本設の球場をつくってほし

いというふうなことで望んでいるわけであります。 

 その考え方については現在も変わっていないわけで

ありまして、特に今回の震災での被害もあったわけで

すから、そのことを考えてみますと、私ども教育委員

会からしますと、なるべく早期に新たな球場の建設と

いうのを望んでいるわけであります。 

 本議会でも国体との絡み、震災との絡みでどうなの

かというふうなことで、いろいろとご心配されたご質

問をいただきましたが、国体については、いずれさま

ざまな方法等を講ずるなどしながら開催をしてほしい

というふうにお答えをしてまいりました。 

 開催するに当たっては、私からしますと、いずれ球

場が国体において使用できるような状況であれば一番

望ましいし、そうあってほしいというふうに思うわけ

でありますが、ただ、しかし、今般の大震災、この復

旧・復興、これは市民生活の立ち直りに直結するよう

な事業も数多くあるというふうに認識をしているとこ

ろでございます。 

 そういった中で、新野球場の建設の時期、今後の基

本設計との進め方等々についても財政当局としっかり

と今後協議を図りながら進めていかなければならない

というふうに考えておるところでございますので、ご

理解をいただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  宇部教育次長。 

○教育次長（宇部辰喜君）  国体の規模縮小について

の開催、規模縮小とはということでございますが、こ

れにつきましては、県から規模縮小の具体的な内容に

ついては示されていないわけでございますが、先般の

体協の理事会で発表されました各競技団体等のアン

ケートの結果によりますと、やはり規模縮小の開催が

多く望まれているということを受けまして、県では今

検討に入っているわけでございまして、考えられるこ

とにつきましては、開閉会式の簡素化とか、あるいは

デモンストレーション競技、あるいはオープン競技の

縮小・中止とか、そのほかにも施設基準があるわけで

すが、それの緩和をして経費を縮減すると、そのほか

いろいろ考えられると思いますが、いずれにいたしま

しても現在はその詳細については、こちらでは聞いて

いないところでございます。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  ９番小倉建一君。 

○９番（小倉建一君）  被災企業の支援について、ア

クアプランツも被災企業かと思っておりますが、まち

なか水族館を今準備中というようなことですが、この

全体像が見えてこないなと思っております。 

 市がどういう協力体制を一緒にやるのかどうかとい

うような運営形態がどうなっているのかな。あるいは、

市の援助の方法はどうかな。あるいは具体的な費用面

について緊急雇用等でも入っているわけですが、その

辺の見えるような形の説明をお願いしたいと思います。 

 もう一つ、先ほど緊急雇用で、委託でという話も聞

いたわけですが、委託契約をしながらやっているとい

うことで、先日、専決処分の関係で、ジュークスの関

係で梶谷議員からも質問をして、企業秘密がというこ

とがあって、ある程度は市長もどういう形の商品開発

かなというのを少しは見える形で説明してほしいなと

いうところがあって確認したわけですが、契約書では

その辺はうたっているのかどうか、その辺を確認した

いと思います。 

 もう一つは、都市交流の関係で、国外のほうになり

ますが、今回の大震災でアメリカのフランクリン、あ

るいはリトアニアのクライペダ、そしてまた、全日本

柔道連盟を通じての柔道交流をしておりましたドイツ

のケーニヒスベルク市からの見舞いなり激励の手紙等

が届いているかなというような気がしますが、その辺

をご紹介願えればと思います。 
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 もう一つ、野球場ですが、前から一般質問等でもお

願いをしているわけですが、防災公園もあわせた整備

をすれば、かなり復興計画にも合うし、あるいは国の

援助を受けるにいいのかなというような発想でありま

すが、教育委員会として一緒にやりましょうというよ

うなのを担当課のほうに話をした経過、あるいはこれ

からやるという考えがあるかどうか、その辺をお伺い

したいと思います。 

○議長（宮澤憲司君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  ジュークス、新分野について

でありますけれども、以前答弁した以降において状況

に変化はございませんので、以前の答弁と同様のご答

弁をさせていただくことでご理解をいただきます。 

○議長（宮澤憲司君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  姉妹都市と、それらの諸

外国からの支援ということでございます。アメリカに

おきましては、姉妹都市フランクリン市と姉妹都市締

結をしているところでございます。それで、姉妹都市

フランクリン市のほうでは、子供さんから大人までい

ろいろな関係団体、市を挙げて募金活動やら、それか

ら絵とかいろんなものをやっているというふうな情報

は私どもいただいております。あと大学。 

 それから、加えてインディアナ州、こちらのほうで

も支援をするということでのご連絡はいただいており

ます。 

 それから、リトアニア関係でございますけれども、

これにつきましてもリトアニアのクライペダ議会等で

いずれ支援するというふうな議決、それから、民間レ

ベルでのいずれ行動についても逐一私どものほうにい

ろいろと情報はいただいているところでございます。 

 なお、クライペダ市のほうからにつきましては、今

週ある程度金額が示されていたところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  下舘産業振興部長。 

○産業振興部長（下舘満吉君）  まちなか水族館の絡

みで委託の関係でご質問をいただきました。議員お話

のように、この事業名そのものは海と魚の魅力全国発

信事業という事業名になってございまして、お話のあ

りましたように、アクアプランツのほうに委託するも

のであります。それに伴って、７人の新たな雇用をし

ていただいて、いわゆる事業費につきましては3,190

万強となってございます。 

 もちろん運営形態につきましては、アクアプランツ

のほうがすべて運営をしていくということになります。 

 市の支援という部分につきましては、まちなかにそ

ういう水族館を設置するということで、空き店舗であ

ったりとか、そういったものの情報提供、あるいは交

渉とか、そういった部分での支援をし、さらにはオー

プンに向けての支援等も一緒になってやっているとい

う状況でございます。 

 以上であります。 

○議長（宮澤憲司君）  宇部教育次長。 

○教育次長（宇部辰喜君）  野球場の建設について、

今回の災害を受けて、防災公園をあわせた施設として

国の援助を受け検討をしたらどうかというふうなこと

でございますが、教育委員会といたしましては、考え

方については、野球場を、仮設を本設にするというこ

とが目的であるわけでございますが、いずれ市長部局

と協議はしてまいりたいと思います。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  再質問を打ち切ります。 

 次に、社会民主党、梶谷武由君。 

    〔社会民主党梶谷武由登壇〕 

○１番（梶谷武由君）  社会民主党の梶谷武由です。

初めに、去る３月11日に発生した東日本大震災で被災

された方々に対し、心からお見舞いを申し上げます。 

 市政の当面する諸課題について、市長及び教育長に

質問をいたします。 

 ３月11日に発生した大地震、それに続く大津波は想

像を絶するもので、各地で尊い人命が失われ、人家を

はじめ、漁港施設、漁船、工場や商店、公共施設など

大被害を受けました。大きな被害を受けながらも、だ

れもが毎日生活していかなければなりません。生活の

再建、事業の再開、雇用の確保など課題は山積してお

ります。 

 また、今回の震災を振り返り、課題を明らかにし、

今後の災害へ備えていかなければなりません。 

 初に、予算編成の見直しについて質問をいたしま

す。今年度当初予算に計上をした事業で、震災により

中止または延期予定の事業があるか、あれば、その内

容についてお伺いいたします。 

 次に、災害時の情報確保について質問をいたします。

今回の震災で地震と同時に停電になり、電話も通じな

い状態となりました。余震も続き、自宅にいるのが不
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安だという声も聞かれ、地域の公民館で一緒に過ごし

たらどうかという声も出てきましたが、公民館には、

ござと座布団以外は何もなく、宿泊できる状態でもあ

りませんでした。 

 また、公民館に避難していて、もし被害があったら

どうするのか、対策本部へ連絡し、食料や寝具のこと

などを含めて聞いてみようとしても、連絡ができませ

んでした。災害対策本部と避難所や、各町内会との連

絡がどのように行われたか。課題と今後の取り組みに

ついてお伺いします。 

 緊急時における役に立つ防災無線ですが、多くの市

民から聞こえにくいという声が寄せられています。家

屋の高気密、高断熱化の家庭が多くなり、屋内では聞

き取りにくくなるのは当然で、屋外のスピーカーの増

設や調整だけでは難聴解消は難しいのではないかと思

われます。各家庭や事業所への戸別受信機を設置する

のが難聴解消になると思いますが、設置についての考

えについてお伺いいたします。 

 また、停電が長時間になると防災無線の機能が失わ

れかねません。その対策についてお伺いいたします。 

 停電のとき、ラジオは情報を得る手段として大変重

要です。どこの場所にいてもラジオが聞けるようでな

ければなりません。ラジオの難視聴地域解消策につい

てお伺いいたします。 

 次の質問は、災害時の避難のあり方についてですが、

一つ目は、今回の災害で市民がどのように避難したの

か、その避難状況について。 

 二つ目は、車でないと避難できない人たちの通行を

確保するために、避難時における一般市民の車両の通

行制限についての考え方。 

 三つ目は、市内には通り抜けのできない道路、いわ

ゆる袋小路が多数あります。袋小路の場合、途中１カ

所でも家屋の倒壊や倒木、あるいは火災があると通行

できない状態となります。袋小路の解消策についてお

伺いいたします。 

 次の質問は、安否確認についてですが、被害が想定

される区域全員の安否確認が必要となると思います。

これをどのように行ったのか。また、安否情報を必要

としている人に対し、安否情報の提供がどのように行

われたかお伺いいたします。 

 次の質問は、避難所運営についてですが、一つ目は、

避難所運営についての課題をどのように捉えているか。

二つ目は、指定以外の避難所に対する支援物資の配付

はどのように行われたか。三つ目は、指定避難所にお

ける防災用品などの備蓄状況はどのようになっている

か。四つ目は、昭和58年の久慈大火、この教訓がどの

ように生かされたかお伺いいたします。 

 次に、被災者支援についての質問ですが、電気と水

道は生活する上で一番重要です。停電と水道の復旧が

いつになるか、多くの市民が関心を持っていました。

市民に対する連絡体制はどのようになっていたか。ま

た、飲料水や生活用水の給水状況についてお伺いいた

します。 

 次に、被災者総合相談所における相談件数と主な内

容と処理状況についてお伺いいたします。 

 次に、産業行政についての質問ですが、一つ目は、

東京電力福島第一発電所の事故により、放射性物質が

放出され、投資の牧場からも放射性セシウムが検出さ

れました。農畜産物、水産物や牧草の放射能測定を定

期的に行い公表をすべきと思いますが、放射能の測定

や公表についての考えをお伺いいたします。 

 二つ目は、被災地区への工場等の建築についての考

え方について。三つ目は、被災事業所の数、そのうち

事業再開または再開予定事業所の数について。四つ目

は、雇用確保のためには、事業所の復興が急務である

わけですが、事業所等の復興支援策についてお伺いい

たします。 

 次に、水路等の安全対策についての質問ですが、台

風や大雨時における流量が多くなる畑田地区の道路側

溝へのふたの設置、大川目町田中地区と寺里地区の改

良区の農業用水路等へのフェンスなど、安全施設の整

備計画について、また、畑田川の堆積土砂の除去予定

についてお伺いいたします。 

 次に、今社会問題とまでなっている被災した企業や、

個人住宅の二重ローンの債務解消策についてお伺いし

ます。 

 次は、災害復旧・復興についての質問です。 

 一つ目は、がれき処理計画について。二つ目は、河

川整備についてですが、河床や河川敷を掘り下げて流

量を増やし、津波や洪水時に対応した整備を行うべき

と考えますが、その計画について。 

 三つ目は、上水道と同様浄化センターの機能維持が

大変重要と考えます。浄化センターの被災復旧状況と

災害に強い下水処理場のあり方について。 
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 四つ目は、防潮堤等についてですが、湾口防波堤を

はじめ、防波堤や防潮堤により津波被害を軽減できた

と思います。今後における防波堤、防潮堤の修復や強

化策について。 

 五つ目は、ＪＲ八戸線と三陸鉄道の復旧見通しにつ

いてお伺いいたします。 

 次に、通学路の整備についての質問ですが、交通量

や通学する児童生徒の多い市道寺里線及び小久慈線の

長内橋から旧アレン短大付近までの歩道整備計画につ

いてお伺いいたします。 

 後の質問は、教育長への質問です。今回の災害に

伴い、他の自治体から市内に避難している児童生徒の

状況と、その子供たちの就学支援の方策について。も

う一つは、被災児童生徒の準要保護の認定状況につい

てお伺いし、登壇しての質問を終わります。 

○議長（宮澤憲司君）  山内市長。 

    〔市長山内隆文君登壇〕 

○市長（山内隆文君）  社会民主党、梶谷武由議員の

ご質問にお答えをいたします。 

 初に、予算の見直しについてお答えをいたします。 

 震災による中止、または延期予定の事業につきまし

ては、さきの清風会代表、畑中議員にお答えいたしま

したとおり、指定管理費等一部が執行不能となってお

り、これらの経費について、本定例会に提案しており

ます補正予算案で減額計上をしているところでありま

す。 

 各事業の実施につきましては、引き続き、国、県を

はじめ、関係機関、団体等との協議を進めますととも

に、現在策定中の久慈市復興計画に基づく復旧・復興

事業の動向を踏まえながら検討をしてまいりたいと考

えております。 

 次に、災害時の情報確保についてお答えをいたしま

す。まず、災害対策本部と各地区避難所等との連絡実

施状況についてでありますが、各指定避難場所に職員

を常時配置し、避難者の状況把握、必要物資等の連絡

を受けるとともに、停電及び通信設備の被災に伴う電

話不通の避難所につきましては、巡回により情報の伝

達及び収集を行ったところであります。 

 課題といたしましては、停電や通信遮断への備えが

必要であると認識いたしているところであり、非常時

における代替手段を検討してまいりたいと考えており

ます。 

 次に、災害時の難聴対策等についてでありますが、

これまでも難聴地域におきましては、市民からの問い

合わせ等に対しまして戸別調査を実施し、対処してき

たところであります。 

 各家庭への戸別受信機の設置につきましては、災害

時の無線の有意性に鑑み、基本的には屋外子局設備に

よる方式で情報伝達を考えておりますが、中山間地な

どにおいては、状況を総合的に判断し、より地域住民

に有利な方式を検討してまいりたいと考えております。 

 次に、防災無線の停電対策についてでありますが、

今回の大震災により二日間にわたり停電が発生し、防

災無線の電源の確保が懸念されたところでありますが、

さきの民主党、小倉議員にお答えいたしましたとおり、

バッテリーの交換等で対処したところであります。 

 今後につきましては、今議会に補正予算として提案

をいたしております予備バッテリーの備え等を進め、

停電対策に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、ラジオの難聴地域解消についてでありますが、

市内では地形的な要因などから受信が困難な場所が点

在するものと捉えております。 

 災害時における情報の確保からすれば、ラジオの有

意性はだれしもが認めるところではありますが、これ

らの難聴地域を解消するためには、新たな中継局の整

備が必要となり、加えて周波数の割り当て調整や中継

アンテナを立てるための大規模な用地確保が必要とな

るなど、課題があることも確かでありまして、したが

って、早急な難聴解消は困難であると考えております。 

 次に、災害時の避難のあり方についてお答えをいた

します。 

 まず、一時避難所への市民の避難状況についてであ

りますが、３月11日14時46分ごろの地震発生、そして

14時49分の大津波警報発令に伴い、多くの市民が消防

団員等の誘導に従い、また、自発的に避難を開始した

ところであります。 

 同日19時には、 大で2,916人の方が避難所に避難

するとともに、自家用車で高台などに避難した方々も

見受けられたところであります。 

 次に、車両の通行制限についてでありますが、今回

の大震災におきまして、車両を利用した避難は他の避

難者の障害となるなど、危険性を認識したところであ

ります。 

 しかしながら、災害発生時において、直ちに通行制



－120－ 

限を実施することは、現実的には困難であると考えて

おりますことから、当面、避難時には車両の利用を控

えるよう、市民に啓発を行うとともに、より効果的な

手段の有無についても研究してまいりたいと考えてお

ります。 

 次に、袋小路の解消策についてでありますが、市で

想定しております避難路には、係る事態は発生しない

と認識をいたしております。 

 また、自主的に選択した避難路につきましても、そ

のような事例が発生しないよう、平常時から市民みず

からが避難路を熟知するよう、啓発に努めてまいりた

いと考えております。 

 次に、安否確認のあり方についてお答えをいたしま

す。 

 まず、浸水想定区域内の安否確認についてでありま

すが、第一に避難が優先されるべき災害時要援護者に

ついて実施したところであり、各地区民の民生委員、

地域支援者及び近隣者からの報告、聞き取り及び避難

所の名簿照会等を行い、台帳登録者全員の無事を確認

したところであります。 

 今後におきましても、この教訓を生かしながら、災

害弱者である高齢者等を守るため、町内会と災害時要

援護者名簿の共有等に関する協定の締結を推進し、地

域の中での共助が図られるよう取り組んでまいりたい

と考えております。 

 次に、安否情報の提供についてでありますが、発災

直後から全国各地より125件の安否確認の問い合わせ

を受け、避難者名簿及び被災状況等をもとに情報提供

を行ったところであります。 

 また、避難者名簿につきましては、庁内掲示板への

掲示及び岩手日報紙、岩手県震災ホームページに掲載

するなど、鋭意情報提供に努めたところであります。 

 次に、避難所運営についてお答えをいたします。 

 まず、運営の課題についてでありますが、このたび

の震災に関しましては、強い揺れとともに停電並びに

ライフラインが途絶し、また、直後の大津波警報発令

に伴い、避難指示の地域が広範囲に及びましたことか

ら、津波対応避難所以外の指定避難所にも相当数の市

民等が極めて短時間のうちに集中避難する事態となっ

たところであります。 

 このようなことから、避難当初において暖房器具、

毛布、非常食、照明器具などの必要物資が不足したこ

とや、各避難所に職員を配置し連絡調整を図ったとこ

ろではありますが、避難所が多数かつ避難が長時間に

わたりましたことから、交代要員の確保に苦慮したこ

となどが課題であると捉えております。 

 次に、指定以外の避難所に対する支援物資の配付に

ついてでありますが、指定されていない避難所に避難

された場合は、当初、停電、電話等の不通により把握

できない状況もございましたが、逐次判明次第、直ち

に指定避難所と同様に食料や支援物資、生活必需品の

配付を行ったところであります。 

 次に、防災用品の備蓄状況についてでありますが、

現在、アルファ米、乾パン等の非常用食料品並びに毛

布、簡易トイレ等を防災センターに備蓄している状況

であります。 

 現在、避難所への防災用品の備蓄につきましては、

住民等の避難時にまとめて防災センターから避難所へ

搬送する方法となっておりますが、今回の大震災を踏

まえ、分散配備等避難所への防災用品の備蓄について

検討してまいりたいと考えております。 

 次に、昭和58年の久慈大火の教訓についてでありま

すが、当時は強風により火災が至る所で発生し、どこ

に避難したらよいか判断できない状況であったと捉え

ております。 

 また、結果的には老人福祉施設が無事であったとこ

ろではありますが、これらのことから現在、災害別に

危険箇所を分別したり、避難所を指定するほか、福祉

避難所などニーズに応じた避難所の確保、そして、さ

らには避難所用備品の確保などに努めているところで

あります。 

 なお、今回の大震災における課題につきましても検

証を重ね、ハード面・ソフト面を含めたあらゆる角度

から問題点の解決に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、被災者支援についてお答えをいたします。ま

ず、市民への情報提供についてでありますが、この大

震災により停電及び水道等のライフラインが影響を受

けたところであります。これらの周知については、防

災行政無線による一斉広報等により情報提供を行った

ところであります。 

 次に、給水状況についてでありますが、この大震災

により飲料水及び生活用水が影響を受けたところであ

ります。その対応といたしましては、各家庭には市及
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び他自治体など後方支援による給水車並びに救援物資

による飲料水の配付などにより給水活動を行ったとこ

ろであります。 

 また、病院、福祉事業所などには、久慈広域連合消

防本部の協力により給水活動を行ったところでありま

す。 

 次に、被災者総合相談所についてお答えをいたしま

す。 

 相談件数及び主な内容等についてでありますが、被

災者総合相談所には災害復興支援相談員２名を配置し、

去る４月１日に開設したところであります。その相談

件数でありますが、６月13日現在で1,415件となって

おり、主な内容といたしましては、被災者生活再建支

援に関することが281件、義援金の申請が252件、住宅

の応急修理相談80件などとなっております。 

 また、処理状況は、義援金等の申請については、毎

日支給の処理を行っており、他の機関等に関すること

については随時連絡調整を行っているところでありま

す。 

 次に、産業行政についてお答えをいたします。 

 まず、農畜産物等の放射能測定についてであります

が、岩手県ではこれまで牧草、野菜、原乳の放射性物

質を測定してきたところであります。その結果は、牧

草は一関市ほか６市町村を除き暫定許容値内であり、

野菜、原乳からは放射性物質が検出されていないとこ

ろであります。 

 また、全国漁業協同組合連合会が久慈市沿岸で採取

したワカメの放射性物質について測定を行った結果、

放射性物質は検出されていないところであります。 

 このことから、市内で収穫される農畜産物及び水産

物については、市独自で放射性物質の測定を行ってい

ないところではありますが、今後、県等が行う放射性

物質の測定結果について、市のホームページ等を活用

して市民に周知してまいりたいと考えております。 

 次に、被災地区への工場等の建築についてお答えを

いたします。 

 東日本大震災では、津波により半崎地区及び諏訪下

地区などにおいて、住家はもとより、工場等にも壊滅

的な被害を受けたところであります。県では、恒久的

な津波対策として、集落の高台への移転や建築制限の

活用を提言しておりますが、水産加工業や造船業など

は臨海部から離れることが極めて難しい業種であると

捉えております。 

 被災地区で操業を継続する上では、用地の土盛り及

び高床式建築の導入などの津波被害の回避策が考えら

れるところではありますが、こうした対策を企業が単

独で行うことは困難な状況が多いのではないかと捉え

ております。 

 臨海部において安心して操業できる環境の実現には、

海洋に開かれた当市といたしましては、津波等災害対

策及び久慈港湾口防波堤の早期整備を国、県に強く要

望してまいります。 

 次に、被災事業所についてでありますが、６月３日

現在の被災事業所数は、商業関係事業所57社、工業関

係事業所49社と捉えております。なお、事業再開また

は再開予定の事業所数につきましては、一部再開のめ

どが立っていない事業所があるものの、大方の事業所

が再開または再開予定であると捉えております。 

 次に、事業所等の復興支援についてでありますが、

さきの民主党、小倉議員にお答えいたしましたとおり、

震災後、市が新たに制度化した利子・保証料補給のほ

か、仮設店舗、仮設工業の整備、中小企業等復旧・復

興支援補助、中小企業被災資産修繕事業費補助等の活

用促進により、被災企業の復興支援を進めてまいりた

いと考えております。 

 次に、水路等の安全対策についてお答えをいたしま

す。 

 まず、畑田地区の道路側溝についてでありますが、

当該箇所は土側溝となっており、路肩に防護柵もなく、

その整備の必要性は認識しているところであります。

今後、整備手法等について検討をしてまいりたいと考

えております。 

 農業用水路へのフェンスやふたなどの安全施設の整

備につきましては、水路管理者である久慈市土地改良

区につないでまいりたいと考えております。 

 次に、畑田川の堆積土砂の除去予定についてであり

ますが、現地を確認いたしましたところ、土砂の堆積

が認められたところではありますが、現時点では流下

能力が確保されている状況と判断できますことから、

今後は堆積状況を見極めながら対応をしてまいりたい

と考えております。 

 次に、二重債務の解消についてお答えをいたします。 

 まず、被災企業の二重債務解消策につきましては、

昨日の新政会代表、中平議員ほかにお答えいたしまし
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たとおり、震災後、市が新たに制度化した利子・保証

料補給や国、県等の助成制度の活用により、被災企業

の負担軽減を図ってまいりたいと考えております。 

 次に、被災者の住宅ローンの二重債務解消策につい

てでありますが、昨日の新政会代表、中平議員ほかに

お答えいたしましたとおり、現在、国が、その救済に

関する指針の策定を進めている状況にございます。 

 市といたしましても、指針の策定後において適切な

情報提供を行うとともに、既存の資金貸付制度につい

てもあわせて周知するなどし、被災者の生活支援に努

めてまいりたいと考えております。 

 次に、災害復旧・復興についてお答えをいたします。 

 まず、がれき処理につきましては、昨日の新政会代

表、中平議員にお答えいたしましたとおり、発災直後

の３月13日から、がれき撤去を開始し、被災地のがれ

き撤去はほぼ終了し、７月末までにはすべて完了する

予定であります。 

 今後の処理作業については、環境省から示された東

日本大震災に係る災害廃棄物の処理指針に基づき、集

積された災害廃棄物の分別処理計画を作成し、早期処

分に向けて取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、河川整備についてお答えをいたします。 

 河川管理者であります県北広域振興局土木部により

ますと、久慈川の洪水時における流下能力に不足はな

く、現在、河床や河川敷を掘り下げ、流下流量を増加

させる整備計画は持ち合わせていないが、堆積土砂が

河川の流れに支障を来たしている場合には、その危険

度、優先度等を勘案し、障害物の撤去を行うとともに、

低水敷の著しい洗掘が認められた場合には、必要に応

じて護岸工の整備を検討してまいりたいと伺っている

ところであります。 

 また、津波に対する対応につきましては、岩手県津

波防災技術専門委員会から今後示される方針に基づい

て、その対応を検討してまいりたいと伺っているとこ

ろであります。 

 次に、浄化センターの被災・復旧状況についてであ

りますが、今回の地震・津波により長時間の停電にな

りましたことから、沈砂池ポンプ棟の地下にある汚水

ポンプ室が水没し、電気、機械設備が被災したところ

であります。 

 このことから、下水道使用者に対し、節水のご協力

をお願いしながら応急復旧に努め、３月14日には手動

運転により処理機能を確保したところであります。 

 本復旧につきましては、７月末に予定される都市災

害復旧事業の災害査定を受け、早期本格復旧に努めて

まいりたいと考えております。 

 また、災害に強い下水処理場のあり方でありますが、

現在策定中の久慈市復興計画において、施設の耐震対

策や停電対策等を推進し、常に衛生的で快適な生活環

境の確保と、信頼性の高い下水道施設を目指してまい

りたいと考えております。 

 次に、防潮堤等の修復、強化策についてであります

が、昨日の政和会代表、大沢議員にお答えいたしまし

たとおり、久慈港湾口防波堤につきましては、早期整

備が図られるよう国、県に強力に要望をしてまいりま

す。 

 玉の脇地区の防波堤については、早期の原形復旧に

向けて調査が進められておりますほか、諏訪下地区の

防潮堤については、岩手県津波防災技術専門委員会か

ら示される方針に基づき、対応予定であると県北広域

振興局土木部から伺っております。 

 また、市管理の防潮堤の復旧でありますが、水門に

ついては応急工事で対応済みであり、防潮堤本体の法

面については、今後実施されます災害査定後に工事実

施予定であります。 

 強化策については、昨日の新政会代表中平議員ほか

にお答えいたしましたとおり、岩手県津波防災技術専

門委員会が示す方針に基づき、その整備手法等につい

て検討してまいりたいと考えております。 

 次に、鉄道の復旧についてお答えをいたします。 

 ＪＲ八戸線、三陸鉄道の復旧見通しにつきましては、

昨日の新政会代表、中平議員ほかにお答えいたしまし

たとおりでありますが、沿線住民の唯一の公共交通機

関である重要性を鑑み、早期に再開できるよう岩手県

及び沿線市町村等と連携を図りながら、国に対して全

面的な支援を要望してまいりたいと考えております。 

 後に、通学路の整備についてお答えをいたします。 

 市道寺里線の歩道整備計画についてでありますが、

昨日の日本共産党久慈市議団代表、城内議員にお答え

いたしましたとおり、用地確保の可能性や財政状況等

を勘案しながら検討をしてまいりたいと考えておりま

す。 

 また、小久慈線の長内橋付近の歩道整備につきまし

ても、その必要性は認識しているところでありますが、
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住居等が建ち並ぶ狭隘な区間でもあり、今後、用地確

保の可能性や財政状況等を勘案しながら検討をしてま

いりたいと考えております。 

 以上で、社会民主党、梶谷武由議員に対する私から

の答弁を終わります。 

○議長（宮澤憲司君）  亀田教育長。 

    〔教育長亀田公明君登壇〕 

○教育長（亀田公明君）  社会民主党、梶谷武由議員

の児童生徒の就学支援についてのご質問にお答えをい

たします。 

 初に、他自治体から市内に避難している児童生徒

数でありますが、小学生が８名、中学生が１名の合計

９名であります。 

 次に、避難してきた児童生徒の学校への適応状況で

ありますが、教育委員会では、６月中旬までに転入し

てきた児童生徒のいる学校を訪問し、その適応状況や

震災による心のケア等が必要かどうか把握に努めてま

いりました。 

 現在のところ、不適応を示している児童生徒はほと

んどなく、順調に適応しておりますが、今後もこれら

の児童生徒について、各学校と密接に連携し、きめ細

かく支援していく考えであります。 

 また、教科書や学用品等につきましても、５月中に

は関係機関の協力により、不自由のない程度に確保さ

れているものと捉えております。 

 後に、被災児童生徒の準要保護の認定状況につい

てでありますが、東日本大震災を受け、被災した児童

生徒について、世帯の前年の収入状況にかかわらず、

準要保護に認定するよう認定基準を変更しており、６

月13日現在、42世帯66人の児童生徒を認定したところ

であります。 

 また、５月31日時点で未申請の被災児童生徒の保護

者に対し、就学援助制度の周知文書を再度配付したと

ころであり、今後とも制度の周知を図ってまいりたい

と考えております。 

 以上で、社会民主党、梶谷武由議員に対する私から

の答弁を終わります。 

○議長（宮澤憲司君）  再質問を許します。１番、梶

谷武由君。 

○１番（梶谷武由君）  それでは、何点かにわたって

質問をしたいと思いますが、まず一つは、放射線の測

定器にかかわる分ですが、今年度の補正予算で二、三

台購入するということなわけですが、その活用方法、

どのように活用をしていくのか。農畜産物、あるいは

水産物等測定を定期的に行って、それを市で検査した

場合、それをさらに公表をどのように行う予定かお伺

いをしたいと思います。 

 あと、農畜産物、水産物以外でも測定予定があれば、

そういうのについてもあわせてお願いをしたいと思い

ます。 

 それから、被災者支援、水道・電気の復旧のかかわ

りのことですが、放送で復旧の見通しがありませんと

いう、こういう放送をされるわけです。見通しがない

というふうに言われると、市民は大変不安を覚えるわ

けで、大まかな予定、あるいは現在調査中で、何日以

内には見通しについて放送します、連絡しますとかと

あれば、市民もそれまでの対応について考えることが

できるわけですが、報道の仕方について検討してみる

必要があるかと思うんですが、そのことについてお伺

いをします。 

 それから、各家庭への防災無線での放送にかかわる

分ですが、戸別受信機、これについては有線でなく、

無線による戸別受信機、公共施設等にもついているわ

けです。これを一般家庭、あるいは企業等でも設置を

希望した場合、設置できるようにしていただきたいと

いうふうに思うわけです。その場合にかかわる費用を、

１台当たり幾らぐらいするか、あるいは設置費用につ

いての補助等を考えられないか、そのことについて。 

 あとは、総合相談所における相談件数処理状況のと

ころですが、今回高速道路の無料通行に係るこれらの

こと、被災証明で無料通行ができるということで、当

市でも停電した方への被災証明書の交付ということが

始まったわけですが、これらについての相談状況はど

のようになっているか。 

 あと、証明書の発行等の手続ももっと簡略化、ある

いは証明書がなくても無料通行できるような要望をす

るとか、そういう考えがあればお伺いします。とりあ

えずこの辺で。 

○議長（宮澤憲司君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  ただいま被災証明等による高

速道路の無料化について、私から基本的なところをお

話をさせていただきたいと思います。 

 私は、今回の内陸部の市町村等がとった措置につい

ては、甚だ残念な措置であると考えております。当市
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もさわさりながらそのことを実行に移したわけであり

ますけれども、これが本来の趣旨に沿ったものである

かということを考えますと、いまだに私自身には理解

するそういったすべを持たない状況にあります。停電

が理由で被災証明を発行するという、これは多分、言

葉に言い表せないものであります。 

 同時に、この無料化に伴ってそれを補てんすべき財

源、これがどこから捻出をされてくるかということを

考えますと、これは道路整備等に要する財源を食って

いくということになるわけであります。そうすると、

直ちに復旧・復興をしなければならない道路、また、

建設を急がなければならない道路の整備が、これに伴

って遅れる懸念というものが出てくるわけであります。 

 したがって、私があえてそういった状況にありなが

らも、この証明書発行を考えた所以は、久慈市民だけ

がその制度から外れるという不均衡をまずは消したい

ということと、あと、内陸部の市民住民と違って久慈

市の一般の市民の方々は日常的に高速道路を使ってい

るわけではない。事業所系の方々は、それは確かに日

常的に使う可能性もあるのだろうけども、それは事業

活動を通じて復興に通ずる道であると、こんなさまざ

まな理由から断腸の思いで決断をしたところでありま

す。 

 なお、被災証明の簡略化ということについては、議

員は発行の手続証をご覧になったかと思うのでありま

すが、みずから文字で書き込まなくても、これこれの

理由によりというふうに丸印で提出できるような様式

を整えております。可能な限り簡略をしているところ

であります。 

 なお、何もなくても発行せよということは、冒頭申

し上げた理由から、それについては考えは持っていな

いということでありますので、ご理解をいただきたい

と思います。 

○議長（宮澤憲司君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  私のほうからは、防災無

線関連等についてご答弁を申し上げたいと思います。 

 防災無線の放送分についてでございますけれども、

これにつきましては、まず去年の暮れ、それから、正

月の大雪害といいますか、大雪のときからも私ども非

常に悩んでたったんですけれども、あのときにも電力、

電話、そして、テレビ放送それらについて私ども情報

が全くありませんでした。 

 それで、市民の方からさんざん通報をいただきまし

て、わからないんなら、わからないだけでも放送をし

ろと、そういうふうな話もございましたし、いずれ私

ども裏というのは変ですけども、いろんな手段からい

ずれ電力さん、電電さん、それから放送局、いろんな

ことでアクセスをしたんですけれども、実際できませ

んでした。 

 そういうふうな状態でも何とかまず市民の方に、わ

からないならわからない、こういう状態だというふう

なだけでも放送をしろと、そういうふうなご意見もご

ざいましたので、正月以後は、いずれこっちが情報が

ないということの事実だけでも放送をするべきだとい

うことで放送をしているものでございます。 

 いずれ、ただ、ご指摘も もなところもございます

ので、今後一層連携とか、それから、放送分について

はもっと研究をしてまいりたいと、そういうふうに考

えております。 

 それから、戸別無線機についてのお尋ねでございま

すけれども、戸別無線機は、先ほど市長から申し上げ

ましたとおり、いわゆる災害時等は、確かに障がい者

の方とかご老人の方とか、家の中にいらっしゃる方も

いらっしゃると思うんですけれども、いずれ総体的に

判断すれば、いわゆる無線によるほうが優位的である

とは判断しております。 

 しかしながら、何十人もそういうふうに戸別無線機

おいてさらに無線、そういうようなことができれば一

番いいと思います。しかしながら、一番いい状態、電

波のいい状態の地域で約６万円程度、１台当たり。 

 それから、ちょっと障害があるとか、ビルとか、そ

れから障害物がある場合、これらについてはだいたい

１台当たり21万円程度かかります。そういうふうなこ

とも、金銭的なものだけ申し上げるつもりはございま

せんけれども、いずれそこらのかみ合わせをいろいろ

総合的に判断して、いずれ戸別無線機での対応も考え

てまいりたいとご答弁申し上げた次第でございます。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  勝田市民生活部長。 

○市民生活部長（勝田恒男君）  放射線量の測定器の

活用方法ということでご質問をいただきました。今、

市のほうで導入を考えております機種につきましては、

空気中の放射線量を測定する検出器を導入したいとい

うふうに考えております。 
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 それで、議員のほうから、農産物とかその他水道水

等は計測しないのかというようなご質問でございまし

たが、農産物等の放射線量を測定する機器というのは

ものすごい高価でございます。1,700万から2,000万ぐ

らいの機器でないと測定できないということでござい

ます。 

 農産物等の放射線量につきましては、県のほうで測

定を実施しておりますので、その動向を注視してまい

りたいと、そのように考えております。 

 それから、高速道路の無料通行のための被災証明書

の発行でございますが、これにつきましては、きのう

１日で1,298件を発行したところでございます。きょ

うも窓口は大変込み合っております。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  情報提供にかかわって、私

からも１点ご答弁をさせていただきたいと思います。 

 水道事業所の関係でございます。今回の災害、断水

は地震に伴うものでございました。地震に伴う断水と

なると、すべての管路を確認しなければなりません。

これは、日中の点検はできません。 

 というのは、静かな所で検聴器、全部管を耳に充て

て音を聞いて歩くわけなんですが、そういった作業を

進めていかなければならないと、そういった点では、

どこの部分がどの程度壊れているかという部分をいち

いち確認しなければいけないものですから、いつこの

断水が解除をできるかというのをほとんど予測をする

ことが不可能でございます。 

 一たん栓をあけて水を流してみても、また別のとこ

ろから噴き出す、こういった状況等もありますので、

そういった点では予測した断水の解除ということがで

きませんので、この辺はご了承をいただきたいと思い

ます。 

 以上であります。 

○議長（宮澤憲司君）  再質問を打ち切ります。 

 この際、暫時休憩をいたします。再開は午後２時50

分といたします。 

    午後２時34分   休憩   

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

    午後２時50分   再開   

○議長（宮澤憲司君）  休憩前に引き続き会議を開き

ます。 

 一般質問を継続します。 

 次に、公明党、山口健一君。 

    〔公明党山口健一君登壇〕 

○10番（山口健一君）  去る３月11日に起きた東日本

大震災の特例により４月の統一選が延期されておりま

したが、市議選が８月７日に予定されることから、今

任期 後の質問になります。 

 質問に入る前に、このたびの東日本大震災は、東北

地方に大きな災害をもたらしました。この災害により、

お亡くなりになられた方々に心からお悔やみ申し上げ

ます。 

 また、被災された方々に心からお見舞いを申し上げ

ます。一日でも早く復旧・復興できますようお祈り申

し上げます。 

 それでは、通告に従い順次質問いたします。前の質

問者と重複する部分もありますが、割愛せずに質問い

たします。 

 初に、災害対策について７点質問いたします。 

 １点目は、被災者支援システムについてであります。 

 災害発生時に行政の素早い対応が求められる中、こ

のシステムは95年の阪神・淡路大震災の際に西宮市が

独自に構築したもので、あらかじめ住民基本台帳の

データと家屋台帳のデータを統合しておき、そこに震

災発生後に調査した住家の被災情報を追加することで、

完成する被災者台帳をもとに避難・被災状況などの個

人データを一元的に管理し、罹災証明書の発行はもと

より、各種支援制度や義援金交付にも対応し、被災者

支援の総合的な管理を行うことができるとしています。 

 そこで、当市としても平時から同システムを構築し

ておくべきと思いますが、考え方についてお伺いいた

します。 

 ２点目は、防災マニュアルについてであります。こ

のたびの大震災の教訓をあらゆる面から検証を行いな

がら、よりよい防災マニュアルの構築が求められてい

ると思います。今後、防災マニュアルの作成をどのよ

うに考えているのかお伺いいたします。 

 ３点目は、防災無線についてであります。 

 防災無線は住民にとって大きな情報源になっていま

す。しかしながら家の中とか車の移動中など聞き漏ら

すことがあるのではないかと思います。今回の津波で

も車の移動中ではよく聞こえなかったと聞きます。そ

の対策として防災行政無線で放送した内容を聞くこと
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ができる音声自動応答サービスを行っているところも

あると聞きます。当市でも導入すべきと思いますが、

ご所見をお伺いいたします。 

 ４点目は湾口防波堤についてであります。今回の大

津波で、現在建設中でありますが、湾口防波堤は一定

の効果があったとされ、市街地が大きな被害を受けな

かったのではないかと思います。そこで、今後の対策

として早期の完成が望まれていると思います。今後の

整備見通しについてお伺いいたします。 

 ５点目は災害弔慰金についてであります。東日本大

震災の遺族に対する災害弔慰金について、支給対象を

生計を同一にしている兄弟・姉妹にも支給を決めてい

るところもあるが、当市の対象者等の状況と考え方に

ついてお伺いいたします。 

 ６点目は、生活家電セットについてであります。大

震災によって住宅が全半壊し、仮設住宅や自治体が借

り上げたアパートなどの入居者を対象に日本赤十字社

より家電６点セットが支給されると聞きます。しかし

ながら、みずからが住居を探して入居した人は対象外

と聞きます。そこで、当市の現状はどうなっているの

か、また、支援策についてお伺いいたします。 

 ７点目は、二重ローンについてであります。震災に

より被災された方々は、住宅や家財道具を流されるな

ど生活再建が大変厳しい状況にあると思います。国の

二重ローン対策も一向に進んでいません。そこで、当

市の二重ローンの実態と対策についてお伺いいたしま

す。 

 ２番目の質問はエコタウン構想についてであります。 

 東日本大震災による福島第一原発事故でエネルギー

政策の転換が求められている中、県では沿岸部のまち

づくりに向け、太陽光やバイオマス等の活用で災害時

にもエネルギーを自家調達する三陸エコタウン構想を

復興ビジョンの柱に据える方針とのことで、この夏を

めどに沿岸自治体と勉強会を立ち上げるとしています。

当市でも復興ビジョンに自然エネルギーの活用方針を

盛り込んでおります。県との連携を今後どのように進

めていくのかお伺いいたします。 

 ３番目は生活保護についてであります。 

 住宅やアパートなどが被災したことで、被災者が義

援金を受け取ったことで収入とみなされ、生活保護を

打ち切られるケースがあると聞きます。被災者は身の

回りの生活用品など必要なものが多く、厳しい状況に

あると思います。 

 厚生労働省は、生活保護に関しては阪神・淡路大震

災時の措置に倣い義援金は収入とみなさないことや、

被災者の個別の事情に配慮するよう通知したと聞きま

す。当市の現状と考え方についてお伺いいたします。 

 ４番目は産業行政について５点お尋ねいたします。 

 １点目は、雇用対策についてであります。当市では、

震災で離職した人に早急な対応をしていただき、緊急

雇用で180数名の雇用を創出していただきました。し

かしながら、まだ多くの失業者がいると思います。そ

こで、その実態と今後の新たな雇用対策についてお伺

いいたします。 

 ２点目は観光施設の再建についてであります。当市

の大きな観光施設でありますもぐらんぴあや昨年オー

プンしたばかりの海女センターなどが壊滅的被害を受

けました。当市の目玉である観光施設の再建が求めら

れていると思いますが、再建をどのように考えている

かお伺いいたします。 

 ３点目は三陸新国立公園についてであります。 

 環境省では、青森県の種差海岸から宮城県の松島ま

での南北350キロの沿岸部６つの自然公園を三陸復興

国立公園仮称として再編する構想を打ち出しました。

現在、陸中海岸国立公園がありますが、東日本大震災

で甚大な被害を受けたため、震災時の避難路や震災の

様子を伝える施設などを整備・再編で水産業振興や観

光地ブランド化を目指すほか、雇用の創出を図るとし

ています。そこで、沿岸市町村の連携をどのように考

えているのかお伺いいたします。 

 ４点目は、宇部地区の圃場整備についてであります。

集落営農などを進めるためにも圃場整備が欠かせない

わけですが、県では公共工事を削減して復興財源に充

てるとしており、今事業化に向け進められている宇部

地区圃場整備見通しについてお伺いいたします。 

 ５点目は牧草地の放射線についてであります。県内

の牧草地にも基準値を上回る放射線物質が検出された

と報道がありました。夏場に向かって南風に乗って放

射性物質が北上するのではないかと心配されます。今

後、牧草地など放射能対策をどのように考えているの

かお伺いいたします。 

 ５番目は建設行政について３点お尋ねいたします。 

 １点目は、東日本大震災による公共工事の影響につ

いてであります。県では大震災を受け、予算の見直し
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など、公共工事を削減し、復興財源に充てるとしてい

ますが、当市の公共工事の状況についてお伺いいたし

ます。 

 ２点目は八戸・久慈自動車道についてであります。

今回の東日本大震災では、既に供用開始されている三

陸縦貫道が災害時に大きな役割を果たしたとしていま

す。県では復興ビジョンの重点事業に三陸縦貫道など

を復興道路と位置づけ、３年間で重点整備するとして

います。また、未着手区間についても早期事業化を国

に強力に働きかけるとしています。そこで、八戸・久

慈自動車道の整備見通しについてお伺いいたします。 

 ３点目は復興公営住宅についてであります。県では

震災で家を失った被災者が仮設住宅を退去した後の住

宅確保に向け、新たに合計2,500戸の公営住宅を沿岸

各地に整備する方針とのことで、早い住宅は今年度内

着工、来年度内の完成を目指し、県の６月補正に計上

するとしています。当市として公営住宅の整備をどの

ように考えているのかお伺いいたします。 

 ６番目は教育行政について４点お尋ねをいたします。 

 １点目は、市営野球場についてであります。内々定

していた岩手国体の開催について、知事は現状では５

年後の国体開催は厳しいとの認識を示しております。

そこで、当市としては国体の軟式野球の会場として市

営野球場を建設するとしていましたが、今後の進め方

についてお伺いいたします。 

 ２点目は廃校舎の活用策についてであります。本年

３月で廃校となった日野沢小や繋小などの活用策をど

のように考えているのかお伺いいたします。 

 ３点目は放射線量測定機器についてであります。福

島第一原発事故を受け、住民は目に見えない放射能に

心配しています。特に影響を受ける子供の健康が心配

されます。お隣の野田村では小中学校に測定機器を整

備するとしています。当市としても各学校に放射線量

測定機器を配備すべきと思いますが、考え方について

お伺いいたします。 

 ４点目はセカンドブックについてであります。読書

推進の観点から、早いうちから読書に親しむため、当

市でもブックスタート事業が進められております。親

子で絵本に親しんでもらおうと、セカンドブック事業

を行っているところも多くなってきています。当市の

考え方についてお伺いいたします。 

 終わりに、未曾有の大震災に対し、山内市長を先頭

に職員の方々の不眠不休の活動により素早い復旧がで

きたのではないかと思います。また、多くの方々から

救援物資や義援金、ボランティア活動に携わった方々

に改めて敬意と感謝を申し上げます。 

 以上で、登壇しての質問を終わります。 

○議長（宮澤憲司君）  山内市長。 

    〔市長山内隆文君登壇〕 

○市長（山内隆文君）  公明党、山口健一議員のご質

問にお答えをいたします。 

 初に、災害対策についてお答えをいたします。 

 まず、被災者支援システムの導入の考え方について

でありますが、今回の東日本大震災に係る当市の対応

といたしまして、平成22年５月に新たに作成した久慈

市地域防災計画において、あらかじめ計画されている

分掌事務に基づき、各部、各班の情報を共有し、相互

に連携し、早急な災害者支援を実施したところであり

ます。 

 現在は、被災者総合相談所の開設、復興支援ガイド

ブックの調整や更新、さらには災害復興支援相談員の

配置などにより、共有された情報を迅速かつ的確な支

援につながるように対策を講じてきたところでありま

す。 

 今後は、議員ご提案のシステム等、より効果性の高

いシステムの構築に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、防災マニュアルについてでありますが、この

大震災を受け、津波防災に対する久慈市地域防災計画

及びハザードマップ等の見直しが必要であると認識し

ているところであります。今後、大震災の検証及び国、

県等の防災計画の見直し等を踏まえ、避難勧告等の判

断伝達マニュアル作成や計画の見直し作業を進めてま

いりたいと考えております。 

 次に、防災無線についてでありますが、防災無線で

放送した内容を電話で聞くサービスについて、当市で

は平成18年２月から運用を開始し、市民への情報提供

に努めているところであります。 

 次に、湾口防波堤についてでありますが、昨日の政

和会代表、大沢議員ほかにお答えいたしましたとおり、

久慈港湾口防波堤は、今なお整備途中ではありますが、

今般の東日本大震災の津波に対し、被害の程度を減じ

させたという一定の効果を推し測ることができたと考

えております。 
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 湾口防波堤につきましては、これまでも早期整備が

図られるよう関係機関と連携しながら国に要望を続け

てきたところでありますが、前にもご答弁を申し上げ

たとおり、平成20年度、あるいは21年度には年間大体

40億円前後の予算配分となり、完成目標年度である平

成40年度、これが視野に入ってきていたところであり

ます。しかし、その後平成22年、そしてまた今年度予

算においては半減という状況にございます。 

 これにつきましては、私どもは、これまでも湾口防

波堤は命のとりでである。人を守るべきコンクリート

施設もあるのだということを訴えをしながらご理解を

求めてきたところでありますが、今後ともこういった

視点に立ち、早急な建設に向けてこれからも県・国等

に強力に要望をしてまいりたいと考えております。 

 次に、災害弔慰金を兄弟姉妹に支給することについ

てでありますが、災害弔慰金の支給対象として法律で

定められている遺族は、配偶者、子、父母、孫及び祖

父母となっており、兄弟姉妹は対象となっていないと

ころであります。 

 当市における今回の大震災での兄弟姉妹が対象とな

る弔慰金は該当がありませんが、実態として兄弟姉妹

が一つの家族を形成することも多く、法改正が必要で

あると認識をいたしております。 

 なお、市が配分している見舞金につきましては、兄

弟姉妹も対象としているところであります。 

 次に、生活家電セットの支給状況等についてであり

ますが、生活家電セットの寄贈事業は、東日本大震災

で被災され、応急仮設住宅などに入居される方々の生

活再建を支援することを目的に、県の要望に基づいて

日本赤十字社が実施しているものであります。 

 当初は、ご指摘のとおり民間賃貸住宅に入居した方

につきましては対象外でありましたことから、公平性

に問題があると申し入れを行ったところであります。 

 これらのことを受けまして、その結果、大規模半壊

以上の応急仮設住宅への入居要件を満たす方が、公営

住宅及び民間賃貸住宅に入居する場合も支援対象とな

り、当市では60世帯に支給済みまたは支給準備中であ

ります。 

 次に、二重ローンについてでありますが、現在、市

の相談窓口においては、被災者からこの問題そのもの

についての相談は受けていないところであります。 

 しかしながら、多くの市民が被災しており、今後こ

の問題に直面する可能性もあることから、昨日の新政

会代表、中平議員ほかにお答えいたしましたとおり、

現在検討が進められている国の救済策が固まり次第、

適切な情報提供を行うとともに、既存の資金貸付制度

についてもあわせ周知し、被災者の生活支援に努めて

まいりたいと考えております。 

 次に、エコタウン構想についてお答えをいたします。 

 エコタウン構想は、まだ詳細が明らかになっており

ませんが、国、県においても自然エネルギーへの取り

組みを加速させていくとしております。 

 当市においても自然エネルギーの活用・供給拠点を

施策の大きな柱に位置づけており、国、県との連携は

もちろんのこと、大学や民間等の研究開発機関とも連

携を図りながら、今後、施策の実現に向けてのさまざ

まな取り組みを進めてまいりたいと考えております。 

 次に、生活保護についてお答えをいたします。 

 東日本大震災により、被災した生活保護世帯が義援

金等を受けた場合は、国の通知により、「当該被保護

世帯の自立更正のために当てられる額を収入として認

定しないこととし、その超える額を収入として認定す

ること」とされております。 

 なお、現在、当市において義援金等の給付を理由と

した廃止等の事例はありません。 

 次に、産業行政についてお答えをいたします。 

 まず、雇用対策についてでありますが、現在の震災

による失業者の実態につきましては、昨日の新政会代

表、中平議員にお答えいたしましたとおり、６月10日

現在で、久慈市内の離職者数は395人、求職者数は42

人であると久慈公共職業安定所から伺っているところ

であります。 

 また、今後の新たな雇用対策につきましては、企業

の復興による雇用の回復を目指すため、震災後、市が

新たに制度化した利子・保証料補給の実施や、国、県

等の助成制度の活用促進を図るほか、今後の国の動向

を注視しながら、企業支援策の適切な情報提供を行っ

てまいりたいと考えております。 

 次に、観光施設の再建についてでありますが。海に

開かれた当市の代表的な観光施設である地下水族科学

館もぐらんぴあ、小袖海女センター及び舟渡海水浴場

関連施設等が被害を受けたところであります。 

 今後につきましては、復興計画の中で観光施設復興

整備事業を計画しており、各施設再建の実現へ向け鋭
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意検討をしてまいりたいと考えております。 

 次に、三陸新国立公園についてでありますが、環境

省では青森県種差海岸から宮城県松島まで沿岸部の６

つの自然公園を三陸復興国立公園仮称として再編する

構想を示しております。 

 基本的対応方針として、東北の特徴を生かした再編

成を通して、水産業の振興、観光地としてのブランド

化を目指し、地域再生の起爆剤とすることとしており、

災害時の緊急避難路ともなり得る三陸海岸トレイルの

整備など、市といたしましても今後に期待するところ

であります。 

 また、沿岸市町村との連携につきましては、陸中海

岸国立公園協会として連携した取り組みを展開してい

るところであります。 

 今後におきましても、国の情報収集に努めながら、

さらなる連携を深めてまいりたいと考えております。 

 次に、宇部地区圃場整備についてでありますが、昨

日の政和会代表大沢議員にお答えいたしましたとおり、

県営調査計画事業を継続し、平成25年度国庫補助事業

採択を目指す工程に変わりないと県北広域振興局農政

部農村整備室から伺っているところであります。 

 市といたしましても、引き続き地元の意向の把握に

努めるとともに、県、野田村と連携を図りながら事業

促進に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、牧草地の放射線についてでありますが、岩手

県が５月に久慈市ほか14市町村を、また、６月に一関

市ほか11市町村の牧草地について放射性物質を調査し

た結果、久慈市は基準値以下でありましたが、滝沢村

ほか６市町において、放射性セシウムが国の定めた乳

用牛及び肥育牛の粗飼料中の放射性物質に係る暫定許

容値を超えたところであります。 

 このことから、県では、当該市町村の畜産農家に対

して、安全が確認されるまで乳用牛及び肥育牛への牧

草の利用自粛や放牧の見合わせを要請しているところ

であります。 

 なお、市内の牧草につきましては、県が５月に行っ

た測定値が暫定許容値を下回る数値となっております

ことから、例年どおりの放牧や牧草の刈り取りを行っ

ているところであります。 

 後に、建設行政についてお答えをいたします。 

 まず、公共工事についてでありますが、震災後にお

ける公共工事については、復旧・復興に係る工事を

優先に、また、申請済みの国庫補助事業に当たっては、

内示額に沿って事業を進めているところであります。 

 なお、今後におきましても現在策定中の久慈市復興

計画の復旧・復興事業の動向を踏まえ、必要に応じて、

公共工事経費を含めた予算の見直しも検討をしていか

なければならないものと考えております。 

 次に、八戸・久慈自動車道についてでありますが、

岩手県では、三陸縦貫自動車道をはじめ、八戸・久慈

自動車道及び三陸北縦貫道道路についても復興道路と

位置づけ、集中的投資による３年間での重点的な整備、

また、遅くとも５年以内の全線開通を目標に据え、国

に対して整備及び支援を要望しているところでありま

す。 

 三陸国道事務所によりますと、東日本大震災復興構

想会議や国土交通省社会資本整備審議会による議論を

経て、これら復興道路の整備計画が、今後具体的に決

定されるものと認識しており、現段階では不透明であ

ると伺っているところでありますが、昨今の新聞報道

等では、三陸縦貫自動車整備の関連予算が今年度第２

次補正予算案に計上される予定であるなど、大きく取

り上げられているところでもあります。 

 市といたしましても、機を逸することがないよう、

関係市町村とも連携し、八戸・久慈自動車道の全線開

通に向けて引き続き強く要望をしてまいりたいと考え

ております。 

 次に、復興公営住宅についてお答えをいたします。 

 この制度は、罹災者公営住宅建設等事業の災害公営

住宅、いわゆる復興公営住宅でありますが、この事業

は災害により住宅を失った方への賃貸住宅として建設

する公営住宅の整備に、国の高率補助をもって地方負

担を軽減する特例制度であります。 

 新聞報道等によりますと、激甚災害に指定された沿

岸地域に公営住宅を2,500戸建設すると報じておりま

すが、その建設要件を見ますと、１市町村の区域内で

滅失した住宅が100戸または全住宅の１割以上となっ

ており、これらのことから、当市の場合、建設要件を

満たすことは難しく、その事業対象にはならないもの

と捉えているところであります。 

 以上で、公明党、山口健一議員に対する私からの答

弁を終わります。 

○議長（宮澤憲司君）  亀田教育長。 

    〔教育長亀田公明君登壇〕 
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○教育長（亀田公明君）  公明党、山口健一議員の教

育行政についてのご質問にお答えをいたします。 

 初に、市営野球場についてお答えをいたします。

昨日の政和会代表、大沢議員ほかにお答えいたしまし

たとおり、現在、建設候補地の地権者への意向打診等

を進めているところであり、関係部局等との連携を図

りながら、仮設ではなく本設の市営野球場の建設を目

指してまいりたいと考えております。 

 次に、閉校した学校の校舎の活用策についてのご質

問にお答えをいたします。 

 本年３月末をもって閉校いたしました日野沢小学校

及び繋小学校の校舎等につきましては、現時点では具

体的な活用策はありませんが、今後とも地区の方々の

要望を伺い、市長部局とも協議し、施設の有効活用に

ついて総合的に検討をしてまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、放射線量測定機器についてでありますが、市

として配備する計画があることから、教育委員会とし

ても、それを有効活用する方向で考えております。 

 後に、セカンドブックについてお答えをいたしま

す。 

 子供が読書に親しむ機会の提供は重要であると捉え、

当市では、ゼロ歳児とその保護者に絵本をプレゼント

する、いわゆるブックスタート事業を実施していると

ころであります。 

 乳幼児期から読み聞かせ等によって読書に親しみ、

読書の習慣化が図られるためには、家庭での取り組み

が必要であり、すぐれた多くの本に接することができ

るよう、図書の充実を図るとともに、読み聞かせ会や

学校・保育園等への貸し出し等を実施してまいりたい

と考えております。 

 以上で、公明党、山口健一議員に対する私からの答

弁を終わります。 

○議長（宮澤憲司君）  再質問を許します。10番山口

健一君。 

○10番（山口健一君）  何点か再質問をさせていただ

きます。 

 まず、被災者支援システムでありますけれども、今

現在、当市のほうではいろいろまだ、これはやってい

る自治体はまだ少ないようですけれども、阪神・淡路

の西宮市では職員がパソコンで立ち上げたということ

で、ある程度パソコンに優秀な人であれば、すぐにで

も構築できて、そんなに経費もかからないということ

ですので、ぜひあらゆる、今後いろいろな災害が想定

されますので、早急に構築していただければというふ

うに思います。 

 それから、防災マニュアルについてですが、市長の

答弁ですと、今後いろいろな形で見直す必要があると

思いますが、視点が違うかもしれませんが、今回の津

波によって当市内においては死者数が少なかったとい

うことは、普段の避難訓練が功を奏したのだというふ

うに思いますけれども、きょうも大きな地震があって、

地震は昼起きるか夜起きるかそれはわからないわけで

すが、避難訓練はいつも早朝にやっているわけです。 

 こういうのは、早朝だとほとんどの方が自宅におっ

たり、家族でも車を持ったりいろいろいるかと思うん

ですが、災害というのはいつ来るかわからないので、

そういった面からすれば、平常時の日中でも防災訓練

でも今後してもいいのではないかなというふうに思い

ますが、その辺の考え方についてお伺いいたします。 

 それから、雇用対策についてでありますけれども、

これは緊急雇用で180数名の雇用をしていただき、雇

用された方は大変喜んでおります。しかしながら、ま

だ300名以上の離職者があるわけですが、その方々に

新たな雇用の対策が必要ではないかなと思います。 

 この緊急雇用も23年度多分終わるのではないかと思

うのですが、国、または県のほうで新たな制度ができ

るのかわかりませんけれども、当市として独自の緊急

雇用対策ができるのかどうか、今年度というか、来年

度以降についての見解をお願いしたいと思います。 

 それから、エコタウン構想にかかわってですが、こ

れはきのうの答弁でもありましたように、太陽光の日

照時間は宮古と久慈は県平均若干100時間ほど多いよ

うですけれども、それからあと、久慈と洋野町にかけ

ての洋上の風力は大変事業化には 適ではないかとい

うふうに見られていますけども、その辺について強力

に推し進めていただいて、脱原発というか、その辺の

考え方についてお伺いいたしたいと思います。 

 それから、八戸・久慈自動車道についてであります

けれども、県の方針だと５年ぐらいには、今着工して

いる部分は完成したいというふうなことです。三陸北

縦貫道についてまだ未着手のところもあるわけですが、

これは野田村さん等も、今回震災で国道、また、三鉄

等が流されたわけで、その中では、国のほうとすれば
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今回は防波堤になり得るそういった想定した国道のあ

り方というふうな形も今後進めていかなければならな

いと思います。 

 きのう大沢議員もおっしゃったように、今、圃場整

備が始まるわけですけれども、そういった面では、そ

ういった国道が宇部地区を通っていくわけですので、

そういった部分も含めて今後どういった国道、縦貫道

があればいいのか、そういったのを含め早急にこれは、

やはり国道というのは４号線が大雪になった場合に通

行止めになった場合には本当三陸が、逆に言えば交通

の要になると思いますので、その辺の考え方について

早急に国のほうへ、県でも要望をしていくようですけ

れども、新たな今まで八戸・久慈自動車道が住民大会

等をして国へ要望をしたわけですが、強力にこれを推

し進めていくべきではないかなというふうに思います。 

 それから、復興公営住宅については、先ほどの市長

の答弁ですと、久慈市には当てはまらないというふう

な答弁でしたけれども、これは、１市町村100戸以内

ということですが、これを市営住宅、公営住宅ができ

ない、今の住宅は４分の１は地元負担ということです

ので、市としてはなかなか大変厳しいとこもあるかも

しれませんが、そういった広域間、例えば野田村と一

緒になってできるような方策がないのかどうか、その

辺についてお伺いしたいと思います。 

 それから、野球場について１点お尋ねしたいんです

が、先ほど地権者のほうと意向調査を行っているとい

うわけですが、これは、以前６カ所を想定されて残っ

たわけですが、これは何カ所か限定して意向調査を行

ったのか、その点についてお伺いをしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  私のほうからは２点お伺

いいたしたいと思います。 

 初めに、避難者支援システムでございますけれども、

議員のほうは、神戸震災、西宮市の例をとってお話も

しておりますけれども、私ども今、研究検討をしてお

りますのは、これは県の防災室等が中心になりまして、

市のほうに新潟大学のチームが実は入っております。 

 それで、こちらのほうでも、議員がご指摘の支援シ

ステムと全く同様のシステムというか、それの改良型

でございまして、いわゆる被災者中心のデータベース、

それらについてのいろいろと個人情報とか、そこらの

関係等で実務的に既にいろいろと検討をしている段階

です。 

 ただ、これにつきましても県の考え方と市町村の考

え方、若干個人情報のやり取りの関係で、そこら辺の

調整を図っているところでございます。 

 いずれにしても、市長からご答弁を申し上げました

とおり、いずれ今後の震災対策につきまして効果的な

システムについては検討をしてまいりたいと、そのよ

うに考えているところでございます。 

 次に、防災マニュアルと訓練にかかわりまして、日

中の訓練が必要でないかということでございますけれ

ども、議員にもご案内のとおり、消防法等によりまし

て、事業所とか、そういうものについてはいずれ避難

訓練、これらについては規制されているところでござ

います。 

 いずれこれは市本庁等でも実施しているところでご

ざいますけれども、これについては広域連合等とも連

携をとりながら、さらなる充実に努めるとともに、市

長から申し上げているとおり、私ども今、幼児教育と

いいますか、そこら辺が も重要ではないかなと思っ

ております。いわゆる保育園、小中学校、この辺から

含めましたいずれ防災訓練、防災教育、これらについ

て意を用いてまいりたいと、そのように考えていると

ころでございます。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  大湊総合政策部長。 

○総合政策部長（大湊清信君）  私からは、エコタウ

ン構想の関連でお答えしたいと思います。 

 私どもとすれば、プロジェクト５のほうに盛りまし

た自然エネルギーの活用ということで、ぜひこれにつ

いては取り組んでいきたいということを提示しており

ますし、国、県でもそのような方向性でいろんな施策

を組みたいというふうに提示というか、構想が出てま

いっておりますので、ぜひこれは仁を得た事業として

ぜひ実現できるように積極的に取り組んでまいりたい

と、こういうふうに考えているところでございます。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  下舘産業振興部長。 

○産業振興部長（下舘満吉君）  それでは、私のほう

から雇用対策についてのご質問にお答えをいたします。 

 議員お話のように、緊急雇用で23年度、そして、特

別枠として追加になったことを踏まえると、両方で
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290名が雇用をされるという形になってございます。

そういった中で、23年度で当初の緊急雇用につきまし

ては終了をするわけでありますが、追加分も今年度い

っぱいということでありますけれども、今後において

も早々に雇用が、あるいは企業がすべて回復をして雇

用が生まれてくると、そういう部分は厳しいものがあ

るだろうと、このように思っております。 

 そういった中では、いわゆる雇用の場の確保という

部分では、産業の再生というのが不可欠であるだろう

と、このように思っております。 

 そういった意味で、施設や整備の復旧補助金など、

いわゆる国の直接的な支援、補助金、そういったもの

が活用されて、早い時期に企業が復興されて雇用がな

されることをまず支援をしていくべき、また、要望を

していくべきだろうと思っておりますし、加えて、こ

の緊急雇用につきましても、来年度以降もぜひ継続さ

れるように要望をしてまいりたい。県知事要望に対し

てもそういう部分でのものを入れ込んでまいりたいと、

このように考えております。 

 以上であります。 

○議長（宮澤憲司君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  私のほうからは、八戸・久

慈自動車道にかかわって、それから、災害公営住宅に

かかわっての２点お答えをしたいと思います。 

 まず、三陸北縦貫道にかかわってでありますけれど

も、これにつきましては、昨日の大沢議員にもお答え

したとおり、防災を含めた、そういった道路のあり方、

こういったものを規制同盟会の方々とも協議を進めな

がら国のほうにも求めてまいりたいというふうに考え

ております。 

 それから、災害公営住宅、いわゆる復興住宅であり

ますけれども、これについては、広域での建設はでき

ないのかということでありますが、この事業そのもの

が岩手県、県の事業主体、それから市町村の事業主体、

この２つでございます。市長からもご答弁を申し上げ

ましたように、災害の程度によって事業の導入ができ

る、できないというのが決まってくるわけであります。 

 なので、久慈市の場合には被災の激甚の指定にはな

っておりますけれども、被災の住宅がその程度に満た

ないということで該当にはならないわけであります。 

 ただ、激甚指定であっても一般災害というのもある

わけでありますが、ただ、その一般災害になりますと、

国の補助率がかなり下回るということもございます。 

 あと、久慈市の場合は中心市街地が残ったといいま

すか、被災を受けておりませんので、そういった部分

で住宅の必要性があるかどうかと、そういったことも

踏まえて導入については検討をしなければならないだ

ろうと、そういうふうに考えております。 

 以上であります。 

○議長（宮澤憲司君）  宇部教育次長。 

○教育次長（宇部辰喜君）  新市営野球場の建設にか

かわって、建設候補地の地権者への意向打診というこ

とを進めてございまして、６カ所の候補地のうち現在

優先順位をつけているわけでございますが、その第１

優先順位の１カ所について現在地権者に意向打診をし

ているというところでございます。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  10番山口健一君。 

○10番（山口健一君）  １点だけお伺いしたいと思い

ます。 

 ３番目の防災無線にかかわって、音声自動応答サー

ビス、市はやっているというふうに、私も知らなかっ

たのですが、よそのやっている自治体では、大したお

金もかからないでやっているということで、フリーダ

イヤルで行っているようですが、当市の場合はどうい

う状況になっているのか。 

 それともう一つ、なかなかこういう、聞き漏らした

ことを再度聞けるというふうな、私もちょっと認識不

足で大変申しわけなかったんですが、あることであれ

ば、住民が皆知らせるような、そういったまた、みん

な私も、結構車である程度音は聞こえますけど、何を

言ったのかなという、後から聞きたいなと思っても漏

らすわけですが、その辺の周知の仕方をもう一回考え

てもいいのではないかなというふうに思いますけど、

再度お聞かせ願いたいと思います。 

○議長（宮澤憲司君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  現在、当市におきまして

は、先ほど市長からご答弁申し上げているような状態

でございますけれども、現在の状況は有料でございま

す。 

 したがいまして、無料化をするにはさらに一層のあ

れが必要なんですけれども、現在の頻度とすればそれ

ほど多くないかなとは思っていますが、いずれ、今議

員がご指摘のとおりのお話も多々ございますのでこれ
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の周知につきましてはまた検討をしてまいりたいと思

います。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  再質問を打ち切ります。 

 次に、山田光君。 

    〔２番山田光君登壇〕 

○２番（山田光君）  第28回久慈市議会定例会に当た

り一般質問をいたします。 

 質問項目に入る前に、私からも大地震及び大津波で

被害を受けられました被災者の方々に心からお見舞い

を申し上げるとともに、今後の復興・復旧に対しまし

てご心痛に、微力ではありますが、被災地の一議員と

して責務に力を注いでまいる所存でございます。 

 また、多くの方々からの義援金やお見舞い金等、物

資などの心遣い、ボランティア活動に対しましても、

この場をお借りいたしまして心から感謝申し上げます。 

 さて、私の一般質問は、今定例会の 後の登壇者と

なります。災害復興関連に対する市民からの要望・要

求が私にも多くありましたが、既に各会派代表質問に

市長がるる誠意あるご答弁がありましたので、深くは

質問いたしませんが、被災関連の３項目と、ほかの７

項目を選挙管理委員会委員長に１項目を質問通告順に

申し述べますので、ご答弁をお願いするものでありま

す。 

 それでは、質問に入ります。この時に適さない質問

かもしれませんが、野田村との合併を断念した経緯が

ありますが、今後早い時期に市長は合併を再度求める

考えがないかお伺いをいたします。 

 次に、津波災害復興対策についてでありますが、一

つ目は、災害復興のための復興策が市長と地元選出国

会議員及び県議との連携がとれているとの認識かを問

います。 

 次に、市長として災害復興関連施策で国政・県政に

対する復興にかかわる思いに現在何が課題とされてい

るかお伺いをいたします。 

 次に、要援護者名簿の共有についてでありますが、

災害時の迅速な対応で、要援護者を守るため、要援護

者名簿を町内会全組織に、市側から共有閲覧できる体

制を整える考えがないかお伺いをいたします。 

 次に、被災者の市税減免の状況についてお尋ねをい

たします。被災関連の市税減免申請状況と平成23年度

予算への影響額と前年度予算との比較についてお示し

を願います。 

 次に、側溝、水路の管理についてでありますが、現

存する市道側溝、農業用水路、雨水排水路にもなって

いる市道上長内下長内線沿いの管理はきちんとなされ

ていると認識しているか問うものであります。 

 次に、土木・水道行政の５項目についてお伺いをい

たしますが、一つ目は、市道上長内平沢線、二子小袖

沢線の拡幅整備については既に本定例会での質問があ

り、ご答弁がありましたが、今回の津波被害を教訓に

して、利用者から重要な土木行政課題として早急に整

備してほしい旨の泣きつく要望がありましたので、再

度整備する考えについてお伺いをいたします。 

 二つ目は、市道樋口線、谷地中川線の舗装整備につ

いて永久困難との回答をもらっておりますが、困難な

理由は何かをお示し願います。 

 三つ目は、宇部の中沢地区の市道整備についてであ

りますが、この地区が今回の津波で孤立したが、野田

村で林道工事着手しているとのことであり、これに合

わせた団地までの連結道路を検討すべきであると思い

ますが、お伺いをいたします。 

 四つ目は、青線の管理についての国道281号森中交

差点下を通り、下流久慈川に流れている森中地域の雨

水排水路の管理はどのようになっているか、また、整

備する考えがないかお伺いをいたします。 

 次に、水道行政、山形町の統合簡易水道事業につい

て、山形町の一部の簡易水道統合計画を持っていると

お聞きしているところでありますが、その進捗状況に

ついてお示し願います。 

 質問の 後に、選挙管理委員会委員長にお尋ねいた

します。久慈市議会選挙の実施についてでありますが、

延期していた選挙日は８月７日を希望しておりますが、

そうした理由及び選挙関連費用を具体的にお示し願い

ます。 

 以上で、登壇しての質問を終わります。 

○議長（宮澤憲司君）  山内市長。 

    〔市長山内隆文君登壇〕 

○市長（山内隆文君）  山田光議員のご質問にお答え

をいたします。 

 初に、野田村との合併についてでありますが、市

町村合併は、それぞれの地域住民の意識の高まりが

も重要であると認識をいたしており、また、久慈広域

４市町村が一体となることが望ましい姿であるとも考
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えているところであります。 

 しかし、さきの東日本大震災により、当市をはじめ

沿岸市町村は甚大な被害を受けております。当市にお

きましても復旧・復興に向かって全力を傾注している

ところであり、合併を協議する状況にはないものと捉

えております。 

 いずれにいたしましても、市民意識や管内町村の合

併気運が高まりましたならば、的確に対応をしてまい

りたいと考えております。 

 なお、議員ご質問の中で、断念したとの表現がござ

いますが、これは、結果として実現に至らなかったも

のであり、断念したものではありませんことを申し添

えます。 

 次に、津波災害復興対応についてお答えをいたしま

す。 

 このたびの大震災の復旧・復興に当たっては、政府、

政党及び地元選出国県議員等に対し、直接被災状況を

詳細に伝え、諸対策への支援を要請するとともに、県

市長会及び岩手県沿岸市町村復興期成同盟会等が行う

要請行動や意見交換の場において、復興に関する提言

を行っているところであります。 

 また、課題についてでありますが、発災直後から私

なりに復旧・復興に思いをめぐらしたところでありま

すが、被災者の生活再建、被災企業の操業再開を果た

すためには、がれき撤去等、マイナス状況からゼロの

状態に復するための諸経費、さらにまた、既往債務処

理問題、得べかるべき利益の逸失に対する補てん措置

を行うことが重要であること。 

 また、これらを行う上で、速やかな対応が求められ

ることから、一元的に立案・実行する組織が必要と考

え、復興院の創設を提言するとともに、復旧・復興事

業に要する費用の地方自治体への一括交付の制度化が

望ましいとの思いに至ったところであり、以上のこと

などに関し、機会あるごとに提言しているところであ

ります。 

 次に、要援護者名簿の共有についてお答えをいたし

ます。災害時等に支援が必要な高齢者世帯や障害をお

持ちの方、いわゆる災害時要援護者への対応につきま

しては、地域福祉計画に基づき、地域の中で支援を受

け、災害時に迅速かつ的確に避難できるよう、要援護

者からの申し込みによる台帳登録を推進しているとこ

ろであります。 

 市といたしましては、この支援を地域全体での支え

合い、助け合い活動とするため、台帳登録者の個人情

報の取り扱い等を定めた災害時要援護者名簿の共有等

に関する協定を進めており、現在、締結した18町内会

に対して当該名簿を提供しているところであります。 

 今後におきましても、要援護者への災害時の迅速な

対応のためには、町内会等の組織的な取り組みが必要

不可欠なことから、地域及び町内会単位の説明会を重

ね、協定の締結を一層推進してまいりたいと考えてお

ります。 

 次に、被災者の市税減免の状況についてお答えをい

たします。市では、東日本大震災の被災者の市税負担

の軽減を図るため、市税条例に基づき、新たな規則を

制定し被災状況に応じて市税の減免を行うこととして

おります。現在、主に固定資産税及び市民税の減免申

請の受付事務を行っているところでありますが、その

申請状況は、６月17日現在453件となっているところ

であります。 

 次に、平成23年度予算への影響額についてでありま

すが、国保税を含めた市税全体での減免見込み額を１

億4,200万円程度と試算しているところであります。 

 また、前年度当初予算との比較でありますが、平成

23年度当初予算から減免見込み額を差し引いて比較し

ますと、約２億5,700万円の減となっております。 

 次に、側溝・水路の管理についてお答えをいたしま

す。市道上長内下長内線沿いの水路管理者は、久慈市

土地改良区であります。水路施設の老朽化は見受けら

れますが、水路の流路機能は維持されているものと認

識しております。 

 後に、土木・水道行政についてお答えをいたしま

す。まず、市道上長内平沢線、二子小袖沢線について

でありますが、昨日の新政会代表、中平議員ほかにお

答えをいたしましたとおり、未改良区間の大半の用地

が筆界未定となっており、用地確保が大変困難な状況

でありますので、当面は待避所の増設を検討すること

とし、整備可能なルートや整備手法等の可能性につい

て検討をしてまいりたいと考えております。 

 次に、市道樋口線、谷地中川線の整備についてであ

りますが、この２路線は国道45号と連絡する道路とし

て地域住民から利用されていることは十分承知してい

るところであります。市道整備につきましては限られ

た予算の中で緊急性、重要性等を勘案しながら逐次整
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備を進めているところであり、整備路線の進捗状況等

も勘案し検討してまいりたいと考えております。 

 次に、中沢地区の市道整備についてでありますが、

中沢地区と野田村の林道中沢広内線を結ぶルートは、

県道野田長内線が久喜地区で通行不能になった場合、

代替ルートとして機能することが期待されるところで

あります。しかしながら、新たに想定される経路は、

山地で地形も険しく、多額の工事費が見込まれますこ

とから、現在、整備計画はありませんので、ご理解願

います。 

 次に、青線の管理についてお答えをいたします。 

 国道281号森中交差点から久慈川までの雨水排水路

についてでありますが、当該排水路は、以前は農業用

水路として利用されておりましたが、現在は地域の雨

水排水路となっており、法定外公共物、いわゆる青線

として地域の皆さんのご協力をいただきながら、その

維持管理に努めているところであります。当該水路の

整備につきましては、引き続き整備手法等を検討して

まいりたいと考えております。 

 次に、山形町全体の簡易水道統合計画の進捗状況に

ついてでありますが、昨日の政和会代表、大沢議員に

お答えいたしましたとおり、簡易水道事業統合計画に

基づき、水源汚濁に対応する新たな浄水施設を整備す

る統合計画について、現在、来年度の事業着手に向け

て岩手県と事前協議を進めているところであります。 

 以上で、山田光議員に対する私からの答弁を終わり

ます。 

○議長（宮澤憲司君）  鹿糠選挙管理委員会委員長。 

  〔選挙管理委員会委員長鹿糠孝三君登壇〕 

○選挙管理委員会委員長（鹿糠孝三君）  山田光議員

の久慈市議会議員選挙についてのご質問にお答えをい

たします。 

 延期されていた選挙期日を８月７日とした理由につ

きましては、昨日の政和会代表、大沢議員にお答えい

たしましたとおり、特例による議員の任期延長は、速

やかに執行すべきとの基本原則に立ち、委員会におい

て決定したものであります。 

 また、選挙関連費用につきましては、今回の補正予

算において、旧年度の未執行分を含めて計上をしてお

りますが、さらに経費節減に向け鋭意努力してまいり

たいと考えております。 

 以上で、山田光議員に対する私からの答弁を終わり

ます。 

○議長（宮澤憲司君）  再質問を許します。２番山田

光君。 

○２番（山田光君）  何点か再質問をさせていただき

ますが、まず、市長にお伺いをいたしますが、野田村

との合併が昭和29年度になったわけでありますが癩癩。 

    〔発言する者あり〕 

○２番（山田光君）  昔の久慈市で理解してください。 

 そこで、そのときに、宇部町が久慈市に入る際に、

昔の人から聞いたような気がしていまして私は頭にあ

るんですが、とにかく久慈市を、久慈というブランド

があるわけですが、それに宇部町が入らなければ久慈

市にならないから、とりあえず合併しようやという話

があったということで、そのときの合併する際の裏に、

そういう申し合わせ事項があったと聞きますが、その

関係については市長さんで５代目になりますか、知っ

ておられるかどうかお伺いをしたい。 

 何かわからないですか。質問はこういうことです。

合併をするに当たって、当時は野田村に合併する、あ

るいは久慈市に合併する、二分してあったんです。そ

れが合併する重要な日に、１日か２日で久慈市にぼん

っと宇部村が合併した経緯があるわけです。それが結

局そのときに、とりあえずやっていて、もしあれだっ

たらばもう一回戻そうと、久慈市を誕生させれば、あ

とは人口的に減っても、久慈市になればそのまま久慈

市に継続していくのだという考え方があった。 

 そういうことがあったと聞いて、私のおじいさんも

村会議員をやっていて、なかなかうちのおふくろにも

そういう話をしていた経緯があるんですが、きちんと

したものはわかりませんが、以前そういう時代があっ

たかどうかをまずわかっているかどうか、そういうこ

とをお伺いしたい。 

 なぜならば、今合併していれば、今こういう状態に

なったときに、宇部の地区と野田村の境のところまで

水が来ていません、この大きな大災害でも。そうする

と、もし合併していれば、久慈市のほうに合併してい

れば野田村が、こっちにいい第二の都市が生まれたの

ではないかと。 

 そしてまた、久慈工業高校のほうにも道路がうまく

通せることにないかということもあって、この辺につ

いて、何かこういう時期で大変申しわけないんですが、

そういった思いで質問をしておるわけですから、ご理
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解を賜りたい。 

 そこで、次に、あちこち行って大変恐縮ですが、質

問の手法は、議員にそれぞれがあるわけですから、同

じような形でやれというのはおかしいと思います。だ

から、そこはきちんとした質問をいたしますけれども。 

 そこで、宇部の谷地中川樋口線のことについてです

が、私は、昭和42年で東京に就職しました。そのとき

に災害を受けて帰ってきました。それから40年も経っ

ているんです。緊急性、予算が、財政を見ながら、い

つになったら銭があるんですか。 

 毎年200億前後の金がなければやっていけないでし

ょ。何でそういう思いで宇部がここに合併して久慈市

を名乗っている。ああいう主要道路がどこ歩いたって

舗装になっていない所はないでしょ。久慈市は多いで

す、宇部だけじゃなくても。そういう生活環境整備と

いうのは、やっぱり少しずつでも頭を、知恵を出しな

がら、50メートル、30メートルつないでいってくれれ

ばいいんじゃないですか。全くそういう姿勢がない状

況のところもある。 

 そういう意味で、次の選挙が市長さんもあるわけで

すが、何とかその前に少しでも手をつけましょうとい

う言葉をいただきたいのですが、いかがなものでしょ

うか。 

 次に、要援護者の名簿の関係でございますが、これ

については協定を結ばなければ人の命を守れないんで

すか。要綱か何か作って、できるだけ要援護者からプ

ライバシーの関係については許可はいただいているん

でしょ、皆さんにお示ししてもいいという。 

 そうだったらば、今19、20の組織が協定を結んで、

これが140町内会と全部で結ぶんですか。そうしなけ

ればだめですか。それは住民の喚起をあおぐための施

策としてはいいと思いますけれども、そういうやり方

よりも逆に、むしろ市のほうから、こういう状況の中

ですから一緒にやっていきましょうという形をつくっ

たほうが早いんじゃないですか。それに関してお尋ね

をいたします。 

 それから、防災の組織をつくった場合に、そういっ

た方々の事故対応についても、協定だから市で対応を

しましょうということになるか。被害を受けたり、あ

るいは事故を受けた、そういう携わる方々について、

面倒を見ていこうとするものか、その辺についてもお

伺いをいたしたいと思います。 

 それから、高台の道路の問題ですが、70数名の未筆

界地がある。何のための国土調査なんですか。黙って

おくんですか、これを。これを解決するための国土調

査ではないですか。やっぱりこれは、そういう現実が

生まれたときはそうであってもいいが、重ねて解決す

る努力をしていくべきでしょ。やっていますか、それ。 

 ぜひやっていかないと、このルートはだめでしょ、

結局。待避所ばかりつくったって、道路が狭い。待避

所だったら100カ所もつくれますか、つくれないでし

ょうよ。 

 いずれにしても優秀な職員の方々がおられるわけで

すから、知恵を出し合って何とか、何回も何回も前の

議員さんたちからも要望・要求があるわけですから、

何とかしようという気持ちがあればどうにかならない

ですか、これ。泣いているんですよ。私はそう思いま

す。何とか、このことについては市当局に何回も説明

をいただいておりますのであれですが、いずれにして

も早急にこの解決をしていただきたい。 

 それから、次に側溝の青線の問題ですが、きのうも

土地改良区の問題と絡みましてお話をちょうだいして

いました。下長内のところも前は久慈川土地改良区で

整備した部分がある。それが今は崩落したり何だりし

て民地側のほうが所々そういうのを整備をなさってい

ないところがある。この間に要望・要求がありました

ので、私は担当課に行きましたよ。 

 行ったり来たり、来たり行ったり、３回も４回もや

りました。その結果何だったんですかと言いたいのは、

その要望・要求者に対する明快な言葉を私は行政の言

葉を持ってきませんでした。 

 私は何を言いたいかといいますと、やっぱりこうい

ったのは、いろんな制度がありますけれども、現状を

把握してみて、こうだこうだというのはありますけれ

ども、やっぱり市が仲介して入らなければならないの

であれば、きちんとした対応をお互い関係する課で話

し合って、現実に対応をすべきじゃない。そういう意

味で質問をしておるわけですから、もう一度これにつ

いてのお答えをいただきたい。 

 宇洞停留所から下がる市道のところも全く側壁が、

ガードレールなんかでとめているような状況でありま

すし、こういったことも含めて、あそこは久慈川土地

改良区から離れましたけども、住民が管理していかな

ねばならないということになっていますけども、住民
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が管理できるはずはないでしょうよ。しかも市道です

よ。しかも側壁ですよ、あの狭いところ。 

 そしてあれだけすごい交通量は多いんです。それを

知らんぷりしているのですか。これについてもう一回、

こういったものも含めて、土木なり下水道課だかあち

こちたらい回しにしない方法をよく考えていただきた

い。もう一度この点についてご答弁をお願いいたしま

す。とりあえず。 

○議長（宮澤憲司君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  まず 初に、昭和29年、旧久

慈町、久慈市ではございません。旧久慈町、長内町、

宇部村含めて５カ村、合併した当時、私は３歳でござ

いましたから、よく存じ上げません。 

 ただ、しかし、当時合併にかける思いというものを、

それぞれの当時の町村長さん方、あるいはそれぞれの

町村の議員の方々、地区を代表する方々、非常に熱い

思いを持って議論を交わしたということは父からも聞

いております。時にはお互いに泊まり込んで議論を交

わしていったということもよくたびたび聞かされてお

ります。 

 そうした中で、いろいろな思いを集約する形が整っ

た段階で、２町５カ村の合併がなったものと記憶して

おります。 

 そうした中で、合併に際して新市建設計画に類する

ものがどのような形で練り上げられたのか、また、そ

の形がどうであるのかについて、私は詳細を承知して

おりませんけれども、いずれそういった思いを持った

者たちが集まって、新しい久慈市をつくってきたもの

と、このように思っております。 

 そして、議員ご質問の中で言われたことの趣旨を量

りかねているんでありますが、もし合併していたらば、

今回の災害がどうなったのかということの意味合いを

おっしゃっておったわけでありますが、そのことにつ

いては私は予測の域を出ませんので、お答えは直接は

できませんけれども、ただ、当時野田村も含めた合併

を進めようと思っていた私からすれば、野田村の市街

地区と宇部町の一定の機能が合わさるならば、一つの

新市の大きな核となり得る、そういった思いを抱いて

いたことは確かであります。 

 三陸鉄道宇部駅、野田駅、これらを活用しながら、

平場としては一体的な面的な性格を有しているわけで

もありますし、同じ宇部の中でも久喜浜という地区も

ある。今の交通アクセスを考えれば、野田村駅周辺は

一つの拠点となり得るし、当然に宇部の町部分につい

ても一体的な発展が望めるのではないのかと、こうい

った思いを抱いていることは確かであります。 

 この点は、こういうお答えでよろしいのかわかりま

せんが、答弁をさせていただきます。 

 それから、道路整備について、合併と絡めてのお話

なのかどうかはわかりませんが、いずれ少しずつでも

進めていきたいという思いがございます。ただし、全

市道を一斉に少しずつ進めた場合にも、現在の市の財

政力を大きく超える状況になるわけでありまして、ど

うしてもその中で優先度等を勘案していかなければな

らないということもございます。 

 例えば、その中でも少しずつでも進めているという

中では、市民協働道路維持補修事業を新たに創設をし

て、地域の皆さんと一緒になって幾らかでも整備を進

めていきたいということも行っておりますし、宇部地

区について、例えば具体的な路線名を申し上げますと、

田子沢地区、路線名というよりは地区名ですか、につ

いても進めておりますし、滝の沢についても、これも

少しずつではありますけれども、進めさせていただい

ている。 

 また、大尻川原屋敷線についても、川原屋敷方面か

らの進度を少しでも高めようという努力をしておりま

す。 

 それから、路線名は何であったか明確に今言葉に出

てこないのでありますけれども、国道45号にアクセス

している道路がございます。そこのアクセスタッチ部

分が狭いということで、国道に出るまでに渋滞が発生

してしまうと、そこの部分に一部拡幅をして、いわゆ

る退避をしながらスムーズに45号からその路線に入れ

るような、そんな改良工事等も行ってきているところ

であります。 

 確かに山田議員が期待されるような、一挙にという

ところには至っていないのかもしれませんけれども、

市行政としては、議員ご指摘のように一歩ずつであっ

ても前に進んでいるということのご理解をいただきた

いと思います。 

 なお、筆界未定についてでありますけども、国土調

査は国土調査としての役割があるわけであります。現

況を確定をしていくということなのだと私は思ってお

ります。山田議員は、かつては市職員として活動をさ
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れた方でありますから、私よりもそういった面につい

てはお詳しいのだと思っておりますが、筆界未定、こ

れは私、考えが間違っていたら後で修正願いますけれ

ども、土地所有者間の権利を確定していく上で筆界を

確定するということだろうと捉えております。 

 したがって、民有地同士の場合、その筆界が未定で

あるから、行政が強制的にこうしなさいという定め方

ができる仕組みなのかと問われれば、違うのではない

のかと思っております。そのことについて後で補足説

明をさせていただきます。 

 それから、災害時要援護者名簿について、協定を結

ばずしてもどんどん開放したらいいじゃないかと、こ

ういうご質問だと捉れたのですが、そう捉えた上で答

弁をさせていただきますが、まず、職員には職務上知

り得た情報を他に漏らしてはならないという大前提が

おありのことはご承知のことであります。 

 加えて、近年特に個人情報に対する保護といった概

念が非常に大切にされるようになってきているわけで

あります。 

 したがって、私どもが得た個人情報というものをみ

だりに他の者に伝えることは、これはできない。でき

る方法が、唯一、これこれこういうことであるから、

この名簿に関しては管理をしっかりやっていただきた

い。そして、他の関係ない方々にはこの情報を漏らさ

ないでください。こういうお願いをするために協定を

結ぶのであります。このことについてもご理解をいた

だきたいと思います。 

○議長（宮澤憲司君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  災害時要援護者の関係の

協定にかかりまして、発展して自主防にかかる、自主

防災組織が事故、災害に遭った際の補償についてのと

いうふうなお尋ねと捉えさせていただきました。 

 これにつきまして、自主防災組織、自主組織でござ

います。こういうふうな自発的な組織、こういうふう

な行動につきまして、市がどこまで責任をとるのか非

常に微妙な問題だと捉えさせていただきました。いず

れ福祉関係等でボランティア保険とか、そういうふう

な制度もございますけれども、これについては少し勉

強をさせていただきたいなと捉えさせていただきまし

た。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  私からは、上長内下長内線

沿いの水路にかかわってのことでご答弁を申し上げた

いと思います。 

 議員ご指摘のここの水路の管理、これは市長からも

お答え申し上げたように、久慈市土地改良区でありま

す。 

 ただ、しかし議員からご相談をいろいろ受けたわけ

でありますけども、これは土木サイドからいけば、こ

の水路は、本来水路であって、側溝ではないわけであ

ります。ご指摘の部分に木柵があるわけですが、この

木柵は、今の道路側ではなくて、民地側についている

木柵であると、そこの補修ということで私のほうでは

お伺いをしておりますけれども。 

 ただ、下水道課で計画している雨水計画、これの認

可計画の区域内ではありますけれども、もともとが農

業用水路であって、管理はそれを維持管理する久慈市

土地改良区というふうに捉えております。下水道課で

は、下水道事業で整備した雨水排水路、これについて

の維持管理はやっているわけでありまして、その辺ご

理解いただきたいと思います。 

 それから、今お話がありました宇洞地区の水路であ

りますけれども、この水路についても、この今お話を

申し上げた久慈市土地改良区の水路から水を引いてい

る水路でありますけれども、ただ、この水路は既にあ

の周辺には水田がないということで、水を引いていく

田んぼがないわけであります。 

 本来そういった所は青線として管理していかなけれ

ばならないということになろうかとは思いますけれど

も、実際に久慈市土地改良区のほうから、そこの管理

をどうしろということは市のほうにまだ何も要請もし

ていないわけであります。 

 たまたまガードレールのお話もありましたけれども、

そのガードレールは平成19年に、その水路のここの水

害だったとは思うんですけれども、道路を破損する恐

れがあるということで、一時的に市の維持グループの

ほうでその場所を、中古のガードレールでありました

けれども、それでもって路肩といいますか、法面を補

強したということでありまして、いずれそういった水

路の管理については、そういった管理者それぞれある

わけでありますので、そういった今後の管理のあり方、

そういったものについては担当部局のほうとご相談を

いただければというふうに思っております。 
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 以上であります。 

○議長（宮澤憲司君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  国土調査事業の成果品

の取り扱いについては、先ほど市長が申し述べたとお

りでございます。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  ２番山田光君。 

○２番（山田光君）  わかりました。想定したような

答弁をいただきまして、ありがとうございました。 

 いずれにしてもそういう状況にあるということを知

っていただいて、とにかく管理しているところがある

わけですから、こちらからいちいち要望・要求を出さ

なくても、歩いてみて悪かったらば、よしことしはこ

れをやってやろうと、年次計画でやってやろうと、そ

ういう気持ちを持って職員が動いていかないとこれは

だめだと思います。そういったこともできるわけです

から。 

 いずれにしても、職員いじめではないので、議員と

して要望・要求を伝えていましたけれども、その災害

の、とにかくなった方々が80過ぎた家庭の方ですが、

大変、初めて久慈市の職員の頑張り等に感謝している

と、初めてわかったという、それだけ感謝されている

わけですから、一般職の給料も減らせ減らせというこ

とでなくて、仕事を減らせば減らしてもいいのですが、

そういう活躍をしている部分もありますので、余り職

員には払うのは払って頑張ってもらうことをお願いし

たいなと。 

 それから、山形の統合簡易水道のことでございます

が、やはり、あそこは地形もありますから、これは統

合簡水するにも若干いろんな頭を使わねばならない大

変なところがあると思います。 

 そこで、あそこはいろんな制度を使ってつくってい

ると思うので、これを統合簡易水道をつくるときにも

そういった地元の方々の意見をよく聞いて、そしてひ

とつ立派なのをつくっていただきたいなという要望・

要求でありますけれども、そういう地元の意見を聞い

てやろうとしているかについて再度ご質問をしますし、

山形の総合支所長については新しく行かれたわけです

が、そういった話を何か総合支所長もこういう統合簡

水についてはこうしてほしいという、改めて新しい支

所長でございますから、何かお話をちょうだいしてい

るか伺います。 

○議長（宮澤憲司君）  中居山形総合支所長。 

○山形総合支所長（中居正剛君）  ６月１日に山形総

合支所長として赴任いたしまして、その４日後に今回

質問されました水源地、それらを見てまいりました。

そして、その中で地区近所の方から、ちょっとすれば

濁りが出るということで、何とか水路の改良をできる

だけ早くしてほしいというお話をいただいたところで

ございまして、今後も関係部局と相談しながら地域住

民の要望等に真摯に対応をしてまいりたいと思ってお

ります。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  統合簡水の件で、山形町に

新しい施設をつくるということで計画を策定中であり

ますけれども、清水川の勇水、これを使った施設にな

ろうと思いますが、ただ、どうしても今度つくろうと

するのは緩速ろ過、こういった、今白山にあるような

浄水場でありますけれども、そのような浄水場を確保

しなければならないだろうと。 

 それから、３地区に水を配給できるような配水池、

これは高台をどこか見つけなければないわけですので、

そういった場所の選定、そういったこと等々、いろい

ろ地域の方々とお話し合いをしながら進めていかなけ

ればならないだろうと、そういうふうに捉まえており

ます。 

 以上であります。 

○議長（宮澤憲司君）  ２番山田光君。 

○２番（山田光君）  後に市長さんにお伺いします

が、久慈市が災害になって、日本海を回って石油が、

灯油関係がいち早く入ってきた状況にあるわけですが、

畑議員が相当頑張ったという話を聞いていますが、本

当でしょうか。その辺のお伺いをしたいと思いますが、

耳に入っていますでしょうか、どうぞ。 

○議長（宮澤憲司君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  聞いておりません。ただ、こ

ういうご質問をされることに何の意味があるのか本当

にわかりません。畑議員をはじめ、多くの方々が頑張

ってくれたと、私はそう思っております。 

 ご質問の趣旨を量りかねます。 

○議長（宮澤憲司君）  再質問を打ち切ります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    散会   
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○議長（宮澤憲司君）  以上で、本日の日程は終了い

たしました。６月28日の本会議は、議事の都合により

午後１時30分に開会いたします。 

 本日はこれで散会いたします。 

    午後４時22分   散会   
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